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は

じ

め

に

　
安
史

の
乱

(七
五
五
～
七
六
三
年
)
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
唐
朝
内
部

の
権
力
闘
争
や
節
度
使
体
制
な
ど
、
唐
王
朝

の
内
政
の
乱
れ
に

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ユ　

主
と
し

て
そ
の
勃
発
の
原
因
を
帰
し
て
き
た
。
こ
の
様
な
内
側
の
乱
れ
は
、
外
交
等

の
多
様
な
面
に
現
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
安
史

の
乱

直
前

の
唐
の
対
外
戦
争
や
外
交
政
策
を
取
り
上
げ
、
安
禄
山
の
挙
兵
す
る
数
年
前
か
ら
既
に
唐
の
対
外
政
策
が
異
常
性
を
帯
び
て
い
た
点
を

明
ら
か

に
し
た
い
と
思
う
。

　
安
史

の
乱
直
前
に
起
こ

っ
た
、
唐
の
外
交
政
策
の
破
綻
を
如
実
に
示
す
出
来
事
と
し
て
、
筆
者
が
注
目
し
た
の
は
、
天
寶
十
載

(七
五

一
)
、

唐
が
南

詔

・
大
食

・
契
丹
と
の
戦

い
に
各
々
大
敗
し
た
事
で
あ
る
。
即
ち
、
天
寶
十
載
四
月
、
剣
南
節
度
使
の
鮮
干
仲
通
が
南
詔
王
閤
羅
鳳

と
の
戦

い
に
大
敗
し
、
七
月
に
は
安
西
節
度
使

(安
西
都
護
)

の
高
仙
芝
が
タ
ラ
ス
河
畔
の
戦

い
で
大
食

(
ア
ラ
ブ
)
に
大
敗
し
、
八
月
に

は
平
盧

・
萢
陽

・
河
東
の
三
節
度
使
を
兼
任
す
る
安
禄
山
が
契
丹
と
の
戦

い
に
敗
北
し
た
。
タ
ラ
ス
河
畔

の
戦
い
は
、
製
紙
法

の
西
伝
と

い
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う
世
界
史
上

・
文
化
史
上
で
も
著
名
な
出
来
事
で
あ
る
が
、
こ
の
戦

い
と
同
じ
年
に
、
唐
は
、
南
方
で
南
詔
、
北
方

で
契
丹
に
各

々
大
敗
し

て
い
る
。
と
り
わ
け
南
詔
と
の
戦

い
に
お
い
て
、
唐
は
八
万
の
軍
勢

の
う
ち
六
万
を
喪
失
し
、
軍
事
的
な
打
撃
を
被

っ
た
だ
け
で
な
く
、
こ

の
戦

い
を
機
に
南
詔
が
唐
か
ら
離
反
し
吐
蕃
に
臣
従
し
て
し
ま

っ
た
為
、
唐
に
と

っ
て
は
外
交
的
に
も
大
き
な
痛
手

と
な

っ
た
。

一
年

の

内
に
異
な
る
三
つ
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
大
敗
す
る
と
い
う
事
は
、
唐
の
歴
史
の
中
で
は
前
例

の
な

い
出
来
事

で
あ
り
、
唐
の
軍
事

・
外
交
が

異
常
な
事
態
に
陥

っ
て
い
る
事
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
唐
が
同
じ
年
に
三

つ
も
大
敗
を
重
ね
て
し
ま

っ
た
要
因
と
し

て
考
え
ら
れ
る
点
は
、

主
と
し

て
二
つ
あ
る
と
筆
者
は
推
察
す
る
。

一
つ
は
唐
王
朝

の
外
交
戦
略

の
拙
劣
さ
で
あ
り
、

一
つ
は
前
線
指
揮
官

の
質
の
低
下
で
あ
る
。

　
七
〇
〇
年
代
～
七
三
〇
年
代
の
唐
は
、
例
え
ば
、
西
方

の
吐
蕃
と
北
方
の
突
厭
に
対
応
す
る
為
に
二
正
面
作
戦

の
回
避
を
心
が
け
る
な
ど
、

巧
み
な
外
交
戦
略
に
よ

っ
て
周
辺
諸
国
に
臨
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
南
詔
に
つ
い
て
は
、
開
元
二
十
六
年

(七
三
八
)
、
玄
宗
が
王
の
蒙
帰

義
を
冊
立
し
、
吐
蕃
を
牽
制
さ
せ
た
。
し
か
し
、
天
寶
十
載

(七
五

一
)
、
唐
は
、
南
方
の
南
詔
、
西
方

の
大
食
、
北
方
の
契
丹

の
三
方
面

で
大
敗
を
重
ね
て
お
り
、
七
〇
〇
年
代
～
七
三
〇
年
代

の
唐
の
対
外
戦
略
と
比
較
す
る
と
、七
五
〇
年
代

の
唐
は
統
制

の
と
れ
た
行
動
を
取

っ

て
い
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
親
唐
で
あ

っ
た
南
詔
を
吐
蕃
に
寝
返
ら
せ
て
し
ま
う
な
ど
、
唐

の
外
交
政
策
が
狂

い
始
め
て
い
る
事
が
見
て

取
れ
る
。

　
ま
た
、
大
敗
し
た
前
線
指
揮
官
、
安
禄
山

・
高
仙
芝

・
鮮
干
仲
通
の
戦
い
方
に
も
拙
劣
さ
が
窺
え
る
。
即
ち
、
安
禄
山

(平
盧

・
萢
陽

・

河
東

の
三
節
度
使
を
兼
任
)
は
、
玄
宗

の
行
幸
に
併
せ
て
契
丹
を
撃
破
し
て
皇
帝
に
阿
り
た

い
と
い
う
姑
息
な
動
機
か
ら
、
契
丹
が
反
乱
を

企
て
て

い
る
と
謳
告
を
行

い
、
謀
反
者
を
征
伐
す
る
と

い
う
大
義

の
も
と

に
契
丹
を
討
伐
し
た
。
し
か
し
、
安
禄
山

は
郷
導

の
奨
軍
に
裏

切
ら
れ
、
奨
軍
と
契
丹
軍
に
挟
撃
さ
れ
て
大
敗
し
た
。
安
西
節
度
使
の
高
仙
芝
は
、
石
国

(タ
シ

ュ
ケ
ン
ト
)
を
騙
し

て
和
約
を
結
ん
だ
後
、

油
断
し

て
い
た
石
国
を
襲
撃
し
て
王
を
捕
縛
し
、
財
宝
等
を
略
奪
し
た
。
高
仙
芝

の
横
暴
に
対
し
、
近
隣

の
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
諸
国
が
怒
り
、

大
食
に
援
軍
を
懇
願
し
た
為
、
高
仙
芝
は
恒
羅
斯

(タ
ラ
ス
)
城
で
大
食
軍
を
迎
え
撃

つ
が
、
カ
ル
ル
ク
が
大
食
に
寝

返

っ
た
為
に
唐
軍
は
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敗
北
し
た
。
ま
た
、
南
詔
と
の
戦

い
に
敗
北
し
た
剣
南
節
度
使
の
鮮
干
仲
通
は
、
楊
国
忠
の
腹
心
で
、
国
忠
の
推
薦
に
よ

っ
て
戦
い
の
前
年

の
天
寶

九
載

(七
五
〇
)
、
剣
南
節
度
使
に
就
任
し
た
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
鮮
干
仲
通
は
蜀
の
大
富
豪
で
あ
り
、
楊
国
忠

の
縁
故
で
節
度
使

に
就
任
し
た
に
過
ぎ
ず
、
軍
事

・
外
交
に
疎
く
、
南
詔
王
閤
羅
鳳
の
謝
罪
を
無
視
し
、
大
軍
に
よ
る
力
攻
め
で
南
詔
を
攻
撃
し
、
そ
の
結
果
、

六
万
も

の
兵
を
喪
失
し
て
大
敗
し
た
。
こ
の
様
に
、
天
實
十
載

(七
五

一
)
の
三
方
面
で
の
敗
戦
は
、
各

々
の
前
線
指

揮
官
の
定
見
の
無
さ

も
敗
北

の
要
因
に
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
玄
宗
が
、
周
辺
諸
国

へ
の
征
服
戦
争
を
好
ん
だ
事
、
戦
績
を
挙

げ
た
将
軍
を
寵
愛
す

る
事
な
ど
も
、
前
線
の
将
軍
達
が
軍
功
に
逸
る
背
景
に
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
安
禄
山
な
ど
は
、
皇
帝

の
機
嫌
を
取
る
為
に
、
不
必
要

と
思
わ
れ
る
戦

い
を
契
丹
に
仕
掛
け
て
い
る
。

　
更
に
、
筆
者
は
、
唐
が
南
詔

・
大
食

・
契
丹
に
大
敗
し
た
翌
年
の
天
寶
十

一
載

(七
五
二
)、
唐

の
中
央
政
界
で
も
反
逆
事
件
等
が
起
こ
っ

て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
。
天
寶
十

一
載
三
月
、
朔
方
節
度
副
使

の
阿
布
思
が
反
乱
を
起
こ
し
、
四
月
に
は
京
兆
サ
の
王
鉷

が
反
逆
罪
に
よ

り
自
殺

に
追

い
込
ま
れ
、
そ

の
後
、
宰
相

の
李
林
甫
が
、
楊
国
忠

に
よ

っ
て
、
こ
の
二

つ
の
反
逆
事
件
に
関
わ

っ
て
い
た
と
糾
弾
さ
れ
、

十

一
月

に
病
死
し
て
い
る
。
阿
布
思
は
、
突
厥

の
滅
亡
直
前
に
唐
に
亡
命
し
て
き
た
鉄
勒

の
首
長
で
あ
り
、
朔
方
節
度
使
を
務
め
る
李
林
甫

の
副
使

(副
官
)
で
あ

っ
た
。
京
兆
サ
の
王
鉷

も
李
林
甫
の
腹
心
で
あ
り
、
こ
の
た
め
李
林
甫
は
二
つ
の
事
件
に
関
わ

っ
て
い
た
と
謳
告
さ

れ
た
の
で
あ

っ
た
。
実
は
、
阿
布
思
を
反
乱
に
駆
り
立

て
た
の
は
安
禄
山
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
王
鉷

の
反
逆
事
件
を
告
発
し
、
李
林
甫
を
謳

告
し
た

の
は
楊
国
忠

で
あ

っ
た
。
こ
の
後
、
安
禄
山
は
阿
布
思
の
軍
団
を
吸
収
し
て
唐
内
で
随

一
の
精
鋭
を
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
楊
国
忠

は
王
鉷

の
官
位

(京
兆
サ
)
と
李
林
甫
の
官
位

(右
相
)
を
継
承
し
て
政
界

の
ト

ッ
プ
に
登
り
詰
め
て
い
る
。
ま
た
楊
国
忠
は
、
南
詔
で
大

敗
し
た
剣
南
節
度
使

の
鮮
干
仲
通
が
自
分

の
腹
心
で
あ

っ
た
為
、
こ
の
敗
戦
を
隠
蔽
し
、
大
規
模
な
徴
兵
を
行

い
、
躍
起
に
な

っ
て
雪
辱
戦

の
準
備

に
取
り
掛
か

っ
て
い
る
。
こ
の
様
な
状
況
よ
り
、
筆
者
は
、
南
詔
で
大
敗
し
た
楊
国
忠
と
契
丹
で
大
敗
し
た
安
禄
山
が
、
各
々
敗
戦

の
責
任
を
問
わ
れ
る
事
を
恐
れ
、
敗
戦
の
翌
年

の
天
寶
十

一
載
、
先
手
を
打

っ
て
李
林
甫

・
王
鉷

・
阿
布
思
ら
を
失
脚
さ
せ
た
可
能
性
も
あ
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る
の
で
は
な

い
か
と
推
察
す
る
。

　
本
稿

で
は
安
史

の
乱
が
勃
発
す
る
四
年
前

(七
五

一
年

11
天
寳
十
載
)
に
起

こ
っ
た
唐
軍
の
悲
惨
な
三

つ
の
大
敗
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を

中
心
に
据
え
な
が
ら
、
こ
の
前
後
の
唐
の
外
政
と
内
政

の
推
移
を
見

て
い
き
た
い
と
思
う
。
尚
、
タ
ラ
ス
河
畔

の
戦

い
に
つ
い
て
は
優
れ
た

　
　
　
　　
　

先
行
研

究
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
南
詔
と
契
丹
に
対
す
る
唐
軍
の
戦

い
、
七
五
二
年

の
権
力
闘
争
に
焦
点
を
当
て
る
。

　
天
寳

三
載

(七
四
四
)
～
天
寳
十
四
載

(七
五
五
)
の
契
丹
・南
詔

・吐
蕃
及
び
中
央

ア
ジ
ア
で
の
唐
の
軍
事
行
動
に

つ
い
て
は

〔年
表
1
〕、

天
寳
八
載

(七
四
九
)
～
天
寳
十
二
載

(七
五
三
)
の
中
央
政
界
の
権
力
闘
争
と
唐
の
外
征

・
対
外
政
策
に

つ
い
て
は

〔年
表
2
〕
、
唐
と

吐
蕃
と

の
戦

い
に
つ
い
て
は

〔年
表
3
〕
、
唐
と
南
詔
の
戦

い
及
び
吐
蕃

の
南
詔
支
援
に

つ
い
て
は

〔年
表
4
〕
、
節
度
使
職

の
変
遷
に
つ
い

て
は

〔表
1
〕
、
節
度
使
職
の
兼
任
に
つ
い
て
は

〔表
2
〕
に
ま
と
め
た
。
年
表
と
表
は
、
論
文
の
最
後
に
附
し
た
の
で
随
時
参
照
さ
れ
た
い
。

第

一
章
　
七
〇
〇
年
代
～
七
三
〇
年
代
の
唐
の
外
交
戦
略
と
周
辺
国
家
の
動
向

　
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
唐
に
と

っ
て
対
外
政
策
の
中
心
は
、
西
方
の
吐
蕃
と
北
方
の
突
厥

(第
二
可
汗
国
)

で
あ

っ
た
。

吐
蕃
と
突
厥

は
唐
に
と

っ
て
非
常
に
脅
威
で
あ

っ
た
上
に
、
こ
の
こ
国
は
連
合
し
て
唐
を
襲
撃
す
る
事
も
あ
り
、
唐
は
西
方
と
北
方
の
両
勢

力
に
対
抗
す
る
為
に
、
七

一
〇
年
以
降
、
節
度
使
を
設
置
し
て
辺
防
を
強
化
す
る
と
共
に
外
交
戦
略
を
駆
使
し
、
二
正
面
作
戦
の
回
避
に
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ヨ
　

め
た
。

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
の
で
、
本
章

で
は
、
唐
が
七
〇
〇
年
代
～
七
三
〇
年
代
に
吐
蕃

・
突
厥
に
対
し
て
行

っ
た
対

外
戦
略
と
し
て
以
下
の
四

つ
の
対
応
策
を
挙
げ
、
簡
潔
に
ま
と
め
る
。

①
神
龍

二
年

(七
〇
六
)
～
景
龍
四
年

(七

一
〇
)、
唐
は
吐
蕃
と
和
睦
し
、
突
厥

対
策
に
専
念
し
た
。

　
　
唐

は
、
神
龍
二
年
吐
蕃
と
会
盟

(神
龍
会
盟
)
し
、
景
龍
四
年
、
金
城
公
主
を
降
嫁
さ
せ
た
。
そ

の

一
方
で
、
唐
は
、
神
龍
会
盟
を
締

　
　
結

し
た
同
じ
年

(七
〇
六
)

の
十
二
月
以
降
、
相
次

い
で
突
厥
対
策

(募
兵
、
要
塞
構
築
等
)
を
行

っ
て
突
厥

に
対
し
て
兵
力
を
集
中
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し
、
景
龍
二
年

(七
〇
八
)
～
景
龍
四
年

(七

一
〇
)
に
は
、
反
突
厥

で
あ

っ
た
突
騎
施

・
キ
ル
ギ
ス
と
連
合
し
、
突
厥

へ
の
包
囲
攻

　
　
撃

を
計
画
し
た
。

②
開
元
十
五
年

(七
二
七
)
～
開
元
十
七
年

(七
二
九
)、
唐
は
突
厥

と
和
睦
し
、
吐
蕃
を
集
中
攻
撃
し
た
。

　
　
唐

と
突
厥

は
開
元
十
五
年
、
突
厥

可
汗
ビ
ル
ゲ

(砒
伽
)
に
よ
る
吐
蕃
の
密
書
献
上
を
契
機
に
和
睦
し
、
絹
馬
貿
易
を
通
じ
て
良
好
な

　
　
親
善
関
係
を
築
く
。
こ
れ
に
よ
り
唐
は
北
方
情
勢
を
憂
慮
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
開
元
十
六
年

(七
二
八
)
か
ら
十
七
年

(七
二
九
)

　
　

に
か
け
て
吐
蕃
に
対
し
河
西

・
朧
右
で
波
状
攻
撃
を
加
え
た
。
唐
軍
は
、
青
海
東
南
に
あ
る
吐
蕃

の
要
衝
石
墾
城
を
奪
取
す
る
等
の
戦

　
　
果
を
挙
げ
、
す
べ
て
の
戦

い
で
勝
利
を
収
め
た
。
こ
の
た
め
吐
蕃
は
開
元
十
八
年

(七
三
〇
)、
唐
に
和
睦
を
請
願
し
、
こ
れ
以
降
、
唐
・

　
　
吐
蕃
は
戦
闘
を
停
止
し
て
和
睦
交
渉
を
行

っ
た
。

③
開
元
十
八
年

(七
三
〇
)
～
開
元
二
十
三
年

(七
三
五
)、
唐
は
吐
蕃
及
び
新
羅
と
和
睦
し
、
突
蕨
・契
丹
・渤
海

の
北
方
連
合
に
対
処
し
た
。

　
　
開
元
十
八
年
、
契
丹

の
牙
官
可
突
干
が
反
乱
を
起
こ
し
て
親
唐
の
契
丹
王
を
殺
害
し
、
突
厥
・渤
海
と
連
合
し
て
唐

に
対
抗
し
た
。
唐
は
、

　
　
開
元
十
八
年
よ
り
吐
蕃
と
和
睦
交
渉
を
行

っ
て
会
盟
し

(開
元
会
盟
)
、
国
境

(青
海
西
南

の
赤
嶺
)
を
劃
定
し

て
境
界
碑

(赤
嶺
碑

　
　
文
)
を
建
て
、
吐
蕃
と
休
戦
し
た
。
西
方
戦
線
が
終
息
し
た
為
、
唐
は
対
吐
蕃
戦
で
善
戦
し
た
将
軍
達
を
北
方
戦
線
に
異
動
さ
せ
、
開

　
　
元

二
十
年

(七
三
二
)
～
開
元
二
十
三
年

(七
三
五
)
、
契
丹
及
び
突
厥

と
戦

っ
た
。
ま
た
、
唐
は
、
開
元
二
十

一
年

(七
三
三
)
と

　
　
開
元
二
十
二
年

(七
三
四
)
、
新
羅
に
渤
海
征
伐
を
命
じ
、
渤
海
対
策
を
新
羅

に
任
せ
る
事
で
、
突
厥

と
契
丹

へ
の
対
策
に
専
念
し
た
。

　
　

こ
の
様
に
、
唐
は
、
吐
蕃

・
新
羅
を
味
方
に
す
る
事
で
突
厥

・
契
丹

・
渤
海
連
合
と
の
戦

い
を
有
利
に
進
め
た
。

④
開
元

二
十
六
年

(七
三
八
)
以
降
、
唐
は
吐
蕃
包
囲
網
を
形
成
し
、
吐
蕃
の
西
域
侵
攻
に
対
応
し
た
。

　
　
唐

の
北
方
情
勢
が
沈
静
化
し

つ
つ
あ

っ
た
開
元
二
十
二
年

(七
三
四
)
以
降
、
吐
蕃
が
、
突
騎
施
と
通
婚
し
、
カ
シ
ミ
ー
ル
西
北
の
小

　
　
勃
律
を
攻
撃
す
る
等
し
て
西
域

へ
の
侵
攻
を
再
開
し
た
為
、
唐
は
開
元
二
十
六
年
、
開
元
会
盟
を
破
棄
し
、
南
詔
王

・
康
国
王

・
史
国
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王

ら
を
冊
立
し
て
吐
蕃

へ
の
包
囲
網
を
形
成
し
、
河
西

・
瀧
右

・
剣
南
の
三
節
度
使
に
吐
蕃
を

一
斉
に
攻
撃
さ
せ
た
。

以
上

の
様
に
、
七
〇
〇
年
代
～
七
三
〇
年
代
の
唐
は
、
軍
事
力

の
行
使
と
共
に
、
対
外
戦
略
も
巧
み
に
活
用
し
て
、

西
方
の
吐
蕃
、
北
方

の
突
厥

に
対
処
し
、
そ
の
作
戦
は
概
ね
成
功
を
収
め
た
。

第
二
章
　
開
元
末
～
天
寶
初
期
の
外
征
と
内
政

　
本
章

で
は
、
七
〇
〇
年
代
～
七
三
〇
年
代

の
唐
の
外
交
政
策
と

の
相
違
点
や
悪
化
し
て
い
る
点
な
ど
に
も
注
意
し

つ
つ
、
開
元
末
か
ら
天

寳
十
載

(七
五

一
)
に
至
る
ま
で
の
唐
の
内
外
の
情
勢
を
ま
と
め
る
。

　
　
　

(
一
)
開
元
末
～
天
寶

初
期
の
唐
の
外
征
及
び
周
辺
諸
国
の
情
勢

　

こ
の
時
期
に
は
、
吐
蕃
と
並
ん
で
唐
に
と

っ
て
脅
威
で
あ

っ
た
北
方
の
突
厥

第
二
可
汗
国
が
、
天
實
四
載

(七
四
五
)
に
滅
亡
す
る
。
そ

の
後
、

北
方

ア
ジ
ア
で
唐
の
脅
威
に
な

っ
た
部
族
は
契
丹
で
あ

っ
た
が
、
玄
宗
は
契
丹
対
策

の
前
線
司
令
官
と
し
て
安
禄
山
を
寵
任
し
、
次

第
に
禄

山
に
権
力
と
兵
力
を
集
中
さ
せ
て
い
く
。

一
方
、
西
方
の
吐
蕃
に
対
す
る
唐
の
攻
略
は
順
調
に
展
開
し
、
剣
南

・
青
海

・
パ
ミ
ー
ル

で
吐
蕃

の
進
撃
を
阻
止
す
る
。
こ
の
た
め
吐
蕃
は
活
路
を
見
出
す
為
、
南
詔

へ
の
派
兵
を
開
始
す
る
。

(
1
)
突
厥

の
滅
亡

　
突
厥

は
、
七
世
紀
末
に
再
興
し
て
以
来
、
契
丹
や
渤
海
等
と
も
結
び
、
吐
蕃
と
並
ん
で
唐

の
脅
威
と
な

っ
た
が
、
ビ

ル
ゲ
可
汗
の
暗
殺
後
、

幼
君
が
相
次
い
で
政
局
は
安
定
し
な
か

っ
た
。
開
元
二
十
九
年

(七
四

一
)
に
登
利
可
汗
が
叔
父
の
左
殺

に
殺
さ
れ
る
と
、
玄
宗
は
、
突
厥

の
周
辺
諸
族
バ
ス
ミ
ル

・
ウ
イ
グ
ル

・
カ
ル
ル
ク
を
招
諭
し
て
突
厥
を
攻
略
し
た
。
天
寶

三
載

(七
四
四
)
に
は
バ
ス
ミ
ル
が
突
厥

の
烏
蘇

米
施
可
汗
を
攻
め
殺
し
、
首
級
を
長
安
に
伝
え
た
。
突
厥

人
は
烏
蘇
米
施
可
汗

の
弟
を
推
戴
し
て
白
眉
可
汗
と
な
し
た
が
、
玄
宗
は
突
蕨

の



安史の乱直前の唐の外征及び対外政策55

混
乱
に
乗
じ
る
よ
う
、
朔
方
節
度
使
の
王
忠
嗣
に
出
兵
を
命
じ
た
。
ま
た
玄
宗
は
、
ウ
イ
グ
ル
の
骨
力
斐
羅
が
自
立
す

る
と
、
斐
羅
を
懐
仁

可
汗
に
冊
立
し
て
後
押
し
し
た
。

ウ
イ
グ
ル
は
突
厥

の
故
地
を
占
拠
す
る
と
、
天
寶

四
載

(七
四
五
)
、
突
廠

の
白
眉

可
汗
を
攻
め
殺
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　な
　

首
級
を
長
安
に
献
上
し
た

(『旧
唐
書
』
巻

一
九
四
突
厥

伝
、

『新
唐
書
』
巻
二

一
五
突
廠
伝
、
『資
治
通
鑑
』
巻

二

一
四

・
巻
二

一
五
)。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ら　

の
様
に
、
唐
は
周
辺
諸
族
と
連
繋
し
て
突
厥
を
牽
制
す
る
と
い
う
七
〇
〇
年
代
～
七
三
〇
年
代
の
外
交
政
策
を
実
行
し
、
突
廠

の
周
辺
部
族

(バ
ス
ミ
ル

・
ウ
イ
グ
ル

・
カ
ル
ル
ク
)
を
支
援
し
て
、
か

つ
て
強
敵
で
あ

っ
た
突
厥

を
滅
亡

へ
と
導

い
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
、
突
廠

を
滅
ぼ
し
た
ウ
イ
グ
ル
が
新
た
に
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
建
国
し
た
が
、
建
国
後
、
間
も
な
い
事
も
あ
り
、
新
興
の
ウ
イ
グ
ル
は
当
面
は
唐
の
強

い

脅
威
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。

(2
)
契
丹
対
策
の
司
令
官
安
禄
山
の
台
頭

　
突
廠
滅
亡
後
、
北
方
ア
ジ
ア
の
脅
威
と
な

っ
た
勢
力
は
北
東
部
の
契
丹
で
あ
り
、
平
盧
節
度
使
や
范
陽

(幽
州
)
節

度
使
が
対
契
丹
戦
を

担
当
し
た
。
天
寶

元
年

(七
四
二
)
か
ら
は
安
禄
山
が
平
盧
節
度
使
を
務
め
た
。

　
安
禄
山
は
、
ソ
グ
ド
人
を
父
に
、
突
厥

人
を
母
に
持

つ
混
血
児
と
し
て
突
厥

に
生
を
受

け
た
。
開
元
四
年

(七

一
六
)、
突
厥

可
汗
の
黙

畷
が
横
死
し
た
時
、
混
乱
を
避
け
、
突
厥

か
ら
唐
に
亡
命
し
た
。
安
禄
山
は
営
州

(遼
寧
省
)

の
柳
城
に
移
住
し
、
そ

の
地
で
語
学

の
才
と

商
才
に
よ

っ
て
互
市
牙
郎
と
な

っ
た
。
幽
州
節
度
使

の
張
守
珪
は
、
勇
敢
で
、
地
元
の
地
理
に
も
詳
し

い
安
禄
山
を
重
宝
し
、
養
子
と
な
し

た
。
開
元
二
十
四
年

(七
三
六
)、
安
禄
山
は
平
盧
討
撃
使

・
左
饒
衛
将
軍
に
任
じ
ら
れ
る
が
、
契
丹

・
奚
に
敗
北
し
、
敗
戦

の
責
任
を
問

わ
れ
て
長
安
に
送
ら
れ
た
。
玄
宗
と
宰
相

の
張
九
齢
が
、
安
禄
山
を
処
刑
す
る
か
否
か
を
巡

っ
て
対
立
し
た
が
、
玄
宗

は
安
禄
山
を
助
命
し

た
。
こ

の

一
件
で
安
禄
山
は
玄
宗
の
目
に
と
ま
り
、
開
元
二
十
八
年

(七
四
〇
)
に
平
盧
兵
馬
使
、翌
二
十
九
年

(七
四

一
)
に
は
営
州
都
督

・

平
盧
軍
使
と
な
り
、
天
寶

元
年

(七
四
二
)
平
盧
節
度
使
と
な

っ
た
。
安
禄
山
は
、
長
安
か
ら
平
盧
に
使
者
が
来
る
た
び
に
彼
ら
に
賄
賂
を

贈
り
、
玄
宗
の
機
嫌
を
と

っ
た
。
安
禄
山
は
、
天
寶

三
載

(七
四
四
)
か
ら
萢
陽
節
度
使
を
兼
任
し
、
天
寶

十
載

(七

五

一
)
以
降
は
更
に
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河
東
節

度
使
も
兼
任
し
、
契
丹
対
策
の
最
高
司
令
官
と
な

っ
た
。
た
だ
、
河
東
節
度
使
に
就
任
す
る
際
に
は
、
安
禄
山

の
方
か
ら
玄
宗
に
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

度
使
職

を
ね
だ

っ
て
い
る

(
『旧
唐
書
』
巻
二
〇
〇
安
禄
山
伝
、
『新
唐
書
』
巻
二
二
五
安
禄
山
伝
)。
節
度
使
職
の
変
遷
に

つ
い
て
は

〔表
1
〕、

節
度
使

職
の
兼
任
に
つ
い
て
は

〔表
2
〕
に
ま
と
め
た
。
安
禄
山
は
、
平
盧
節
度
使
を
十
四
年
間
、
范
陽

節
度
使
を
十

二
年
間
、
河
東
節
度

使
を
五
年
間
務
め
、
二
節
度
使

(平
盧

・
范
陽
)
を
十
二
年
間
、
三
節
度
使

(平
盧

・
范
陽

・
河
東
)
を
五
年
間
各

々
兼
任
し
て
い
る
。
兼

任
し
た
節
度
使
の
数
だ
け
見
る
と
、
王
忠
嗣
が

一
時
、
四
つ
の
節
度
使
職
を
兼
任
し
た
事
が
あ

っ
た
が
、
四
節
度
使
を
兼
任
し
た
期
間
は
数
ヶ

　
　
　
　　
　

月
と
短

い
。
ま
た
、

一
つ
の
節
度
使
職
を
十
四
年
間
も
し
く
は
十
二
年
間
も
務
め
た
の
も
安
禄
山
だ
け
で
あ
る
。
節
度
使
職

の
任
期
と
兼
任

数
を
他

の
節
度
使
と
単
純
に
比
較
し
た
だ
け
で
も
、
安
禄
山
に
対
す
る
玄
宗
の
寵
任
が
破
格

で
あ

っ
た
事
が
分
か
る
。

　
安
禄

山
と
契
丹
の
戦
い
に
つ
い
て
は
、

『新
唐
書
』
安
禄
山
伝
に

「
(安
禄
山
)
見
天
子
盛
開
辺
、
乃
給
契
丹
諸
酋
、
大
置
酒
毒
焉
、
既
酎
、

悉
斬
其
首
、
先
後
殺
数
千
人
、
献
誠
閾
下
。

〔安
禄
山
は
、
玄
宗
が
盛
ん
に
辺
境
地
帯
を
切
り
拓

い
て
い
る
の
を
見
て
、
契
丹
の
酋
長
達
を

欺
い
て
宴
会

に
呼
び
、
酒
に
毒
を
盛
り
、
酔

っ
た
と
こ
ろ
で
彼
ら
の
首
を
斬
り
、
前
後
数
千
人
を
殺
し
て
首
級
を
玄
宗

に
献
上
し
た
。
〕」
と

あ
る
。
ま
た
、
『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
五

・
天
實
四
載
九
月
条
に
は

「安
禄
山
欲
以
辺
功
市
寵
、
数
侵
掠
奚

・
契
丹
、
奚

・
契
丹
各
殺
公
主

以
叛
、
禄
山
討
破
之
。
〔安
禄
山
は
辺
境

で
戦
績
を
挙
げ
て
玄
宗

の
寵
愛
を
得
よ
う
と
し
、
し
ば
し
ば
契
丹

・
奚
に
侵
攻
し
略
奪
し
た
。
そ

の
た
め

(
天
寶
四
載
九
月
)
異

・
契
丹
は
各
々
の
公
主

(静
楽
公
主
と
宜
芳
公
主
)
を
殺
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た
。
安
禄
山
は
、
奚

・
契
丹

を
討
伐
し
撃
破
し
た
。
〕
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
、
玄
宗
が
周
辺
諸
国
と

の
戦
争
を
好
ん
だ
事
、
安
禄
山
が
軍
功
を
挙
げ
て
玄
宗
の

寵
愛
を
得
よ
う
と
し
た
事
、
安
禄
山
の
戦
い
方
が
卑
劣
で
あ
る
事
、
安
禄
山
の
侵
略
が
原
因
で
契
丹

・
奚
が
唐
か
ら
降
嫁
し
て
き
た
公
主
を

殺
害
し
た
事
な
ど
が
分
か
る
。
公
主

の
降
嫁
と
そ
れ
に
伴
う
対
外
的
な
好
誼
は
唐

の
重
要
な
外
交

の

一
形
態

で
あ
り
、
本
来
は
中
央
政
府
が

担
当
す
る
領
域

で
あ
る
。
し
か
し
、
前
線
指
揮
官

の
安
禄
山
の
無
軌
道
な
行
動
は
二
人
の
公
主
を
死
な
せ
、外
交
的
領
分

を
侵
す
も

の
で
あ

っ

た
。
こ

の
様
な
挙
を
許
し
て
し
ま
う
点
、
こ
の
時
期

の
唐
王
朝
は
、
少
な
く
と
も
契
丹

・
契
に
関
し
て
は
、
前
線
で
の
動
き
を
統
御

で
き
ず
、
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結
果
、
外
交
的
な
戦
略
の
欠
如
と
判
断
さ
れ
て
も
仕
方
が
無
い
状
態
に
な

っ
て
い
た
。
尚
、
安
禄
山
は
、
こ
の
後
も
、
天
寶

十
載

(七
五

一
)

に

「契

丹
の
酋
長
が
謀
反
を
企
て
て
い
る
」
と
謳
告
し
、
玄
宗
の
行
幸
に
あ
わ
せ
て
契
丹

へ
の
遠
征
を
開
始
し
て
お
り

(後
述
)
、
玄
宗
に

阿
る
た
め
に
契
丹
攻
撃
を
開
始
し
て
い
る
。

(3
)
唐

の
吐
蕃
対
策

〔年
表
3
〕

　
玄
宗

は
開
元
二
十
六
年

(七
三
八
)
、吐
蕃
と
の
国
境
赤
嶺

に
立
石
し
た
境
界
碑

(赤
嶺
碑
文
)
を
破
壊
し
て
開
元
会
盟
を
破
棄
し
、
河
西
・

朧
右

・
剣
南

の
三
節
度
使
に
吐
蕃
を
攻
撃
さ
せ
た
。
こ
の
時
期
の
唐
は
、
主
と
し
て
、
剣
南

(四
川
)
方
面
、
青
海
方
面
、
パ
ミ
ー
ル
方
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

で
吐
蕃

へ
の
攻
略
と
攻
撃
を
行

っ
た
。
各
々
の
戦
線
で
の
唐
軍
の
対
吐
蕃
戦
を
以
下
に
ま
と
め
る
。

　
唐
は
ま
ず
、
剣
南
方
面
に
お

い
て
、
開
元
二
十
八
年

(七
四
〇
)
、
安
戎
城

(四
川
省
茂
県
西
南
)
を
六
十
年
ぶ
り

に
吐
蕃
の
手
か
ら
奪

　
　
　　
　

還
し
た
。
安
戎
城
は
、
高
宗
が
儀
鳳

二
年

(六
七
七
)
、
吐
蕃
の
侵
攻
を
阻
止
す
る
目
的
で
築
い
た
要
塞
で
あ

っ
た
が
、
調
露

二
年

(六
八
〇
)

吐
蕃
に
奪
取
さ
れ
、
大
理
盆
地
の
西
溝
諸
蛮
は
み
な
吐
蕃

に
帰
順
し
た
。
玄
宗

は
、
安
戎
城
を
奪
還
す
る
為
に
自

ら
作
戦
を
立
案
す
る
程
、

奪
回
戦

に
意
欲
を
示
し
た
。
唐
は
、
安
戎
城
を
奪
還
後
、
同
城
を
平
戎
城
と
改
名
し
、
吐
蕃
を
退
け
た

(『旧
唐
書
』
巻

一
九
六
吐
蕃
伝
、

『新
唐
書

』
巻

二

一
六
吐
蕃
伝
)
。

　
次

い
で
、
青
海
方
面
、
パ
ミ
ー
ル
方
面

で
の
唐
の
吐
蕃
攻
略
に

つ
い
て
見
る
。
西
域
及
び
中
央

ア
ジ
ア
に
向
か
う
為

の
吐
蕃
の
進
撃
ル
ー

ト
は
主
と
し
て
二

つ
あ
り
、

一
つ
は
青
海
、

一
つ
は
パ
ミ
ー
ル
で
あ

っ
た
為
、
唐
は
、
.こ
の
二
方
面
を
攻
略
し
て
吐
蕃

の
進
撃
を
阻
止
し
よ

う
と
し
た
。
青
海
方
面
で
の
対
吐
蕃
戦
は
、
朧
右
節
度
使
の
寄
督
翰
が
担
当
し
、
積
極
的
に
攻
勢
に
出
た
。
天
寶

七
載

(七
四
八
)、
寄
箭

翰
が
青
海
に
神
威
軍
を
築

い
て
吐
蕃
軍
を
撃
破
し
、
青
海
の
中

の
龍
駒
島
に
も
築
城
し
た
為
、
吐
蕃
は
青
海
に
近
付

か
な
く
な

っ
た

(『資

治
通
鑑
』
巻
二

一
六
)。
寄
紆
翰
は
、
天
寶

八
載

(七
四
九
)
に
は
吐
蕃
の
要
塞
石
墜
城
を
攻
撃
し
た
。
石
墨
城
は
青

海
東
南
に
あ
る
吐
蕃

の
重
要
な
軍
事
基
地
で
あ
り
、
唐
は
開
元
十
七
年

(七
二
九
)
に

一
旦
、
吐
蕃
の
手
か
ら
こ
の
要
塞
を
奪

い
取

っ
た
。
唐
が
石
墾
城
を
奪
取
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し
た
事

も
契
機
と
な
り
、
吐
蕃
側
は
和
睦
を
請
願
し
、
唐
と
吐
蕃

の
間
で
開
元
会
盟
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
開
元
二
十
六
年
、
唐

・
吐
蕃

問

の
戦
争
が
再
開
す
る
と
、
吐
蕃
軍
は
同
城
を
唐
か
ら
奪
い
取
り

(開
元
二
十
九
年

11
七
四

一
)
、
青
海
南
の
堅
固
な

軍
事
拠
点
と
な
し
た
。

寄
鎌
翰

は
天
寶

八
載

(七
四
九
)
六
月
、
磨
下
の
朧
右

の
軍
勢
に
加
え
、
河
西
の
軍
勢
と
、
朔
方
節
度
副
使
阿
布
思
の
軍
勢
、
そ
れ
に
朔
方

・

河
東

の
兵
力
も
併
せ
、
お
よ
そ
六
万
三
千
の
軍
勢

で
も

っ
て
石
塗
城
を
奪
還
し
、
同
地
を
神
武
軍
と
な
し
て
吐
蕃

へ
の
防
御
を
更
に
強
化
し
た
。

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　り
　

　
こ
う

し
て
吐
蕃
と
直
接
対
戦
す
る
傍
ら
、唐
は
、吐
蕃

の
衛
星
国
と
化
し
て
い
た
カ
シ
ミ
ー
ル
西
北
の
小
勃
律

(ギ
ル
ギ

ッ
ト
)
や
掲
師

(チ

　
　
　　
　

ト
ラ
ル
)
に
対
し
て
も
攻
撃
を
仕
掛
け
、
親
吐
蕃
の
王
達
を
捕
縛
し
、
小
勃
律
と
掲
師
を
親
唐
国
家
と
な
し
た
。
尚
、
小
勃
律
と
掲
師
に
対

す
る
遠
征
を
成
功
さ
せ
た
の
は
、
タ
ラ
ス
河
畔
の
戦

い
で
有
名
な
将
軍
高
仙
芝
で
あ

っ
た
。
小
勃
律
は
、
吐
蕃
に
と

っ
て
は
パ
ミ
ー
ル
経
由

で
西
域

に
進
撃
す
る
際
の
門
戸
に
相
当
し
た
為
、
唐
は
、
開
元
十
年

(七
二
二
)
よ
り
小
勃
律
の
掌
握
を
心
が
け
て
い
た
が
、
開
元
二
十
五

年

(七

三
七
)
、
吐
蕃
は
唐

の
勧
告
を
無
視
し
て
小
勃
律
を
攻
撃
し
た
。
吐
蕃

の
小
勃
律
攻
撃
も
要
因
と
な

っ
て
、
開

元
二
十
六
年
、
唐
は

吐
蕃

へ
の
攻
撃
を
再
開
し
た
。
吐
蕃
は
開
元
二
十
八
年

(七
四
〇
)
小
勃
律
王
の
蘇
失
利
之
に
王
女
を
嫁
が
せ
、
親
吐
蕃
派

の
重
臣
達
に
政

権
を
掌

握
さ
せ
た
。
玄
宗
は
田
仁
碗
、
蓋
嘉
運
、
夫
蒙
霊
弩
ら
に
小
勃
律
を
征
伐
さ
せ
た
が
、

い
ず
れ
も
失
敗
し
た
。
し
か
し
天
寶

六
載

(七
四
七
)
、
安
西
副
都
護

の
高
仙
芝
は
奇
襲
攻
撃
に
よ

っ
て
小
勃
律
を
攻
略
し
、
吐
蕃
派
の
首
領
達
を
斬
り
、
蘇
失
利
之
と
妻

(吐
蕃
王
女
)

を
捕
虜
と
し
て
玄
宗
に
献
上
し
た
。
小
勃
律
は
唐
に
帰
順
し
、
近
隣

の
二
十
絵
国
も
唐

へ
の
入
貢
を
再
開
し
た
。
高
仙
芝
は
、
小
勃
律
攻
略

の
功
に
よ
り
安
西
節
度
使
に
昇
進
し
た

(『旧
唐
書
』
巻

一
〇
四
高
仙
芝
伝
、
『新
唐
書
』
巻

二
二

一
小
勃
律
伝
、

『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
五
)
。

ま
た
、
天
寶

八
載

(七
四
九
)
、
吐
火
羅

(ト
カ
ラ
)
が
遣
使
上
表
し
、
近
隣
の
謁
師
が
吐
蕃
と
共
謀
し
て
攻
撃
し
て
く
る
と
訴
え
た
の
で
、

玄
宗
は
天
寶

九
載

(七
五
〇
)
、
高
仙
芝
に
掲
師
を
討
伐
さ
せ
、
王
の
勃
特
没
を
捕
縛
さ
せ
る
と
、
勃
特
没
の
兄
を
冊
立
し
、
謁
師
を
親
唐

国
家
と

し
た

(『新
唐
書
』
巻

二
二

一
吐
火
羅
伝
、
『資
治
通
鑑
』
巻

二

一
六
)。
尚
、
護
蜜

(ワ
ハ
ン
)
は
天
寶

元
年

(七
四
二
)
吐
蕃
か

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ゆ
　

ら
唐
に
帰
順
し
、
識
匿

(シ
グ
ナ
ー
ン
)
は
天
寶

六
載
、
唐
の
小
勃
律
遠
征
を
支
援
し
た

(
『新
唐
書
』
巻
二
二

一
護
蜜
伝

・
識
匿
伝
)。
こ
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の
様
に
、
唐
は
、
吐
蕃
の
近
隣
諸
国
を
親
唐
政
権
と
な
し
て
吐
蕃

へ
の
包
囲
網
を
固
め
る
と

い
う
七
〇
〇
年
代
～
七
三
〇
年
代

の
作
戦
を
継

続
す
る
事

に
よ

っ
て
、
パ
ミ
ー
ル
方
面
で
吐
蕃
の
封
じ
込
め
を
図

っ
た

の
で
あ
る
。

　
以
上

の
様
に
唐
に
よ
る
吐
蕃
攻
略
は
着

々
と
進
展
し
た
が
、
天
寶

年
間
に
入
り
、
唐
が
雲
南
経
営
を
積
極
的
に
推
進

す
る
と
、
南
詔
が
こ

れ
に
反
発
し
、
吐
蕃
と
結
ん
で
唐

へ
の
抗
戦
を
開
始
す
る
。
唐
に
よ
る
雲
南
経
営
の
積
極
化
と
、
南
詔
の
反
唐
意
識
の
高
ま
り
に
つ
い
て
次

節
で
見

た
い
と
思
う
。

(4
)
南
詔
の
動
向

(唐

へ
の
反
抗
と
吐
蕃

へ
の
接
近
)

　
唐
は
、
天
寶

五

(七
四
六
)
～
六
載

(七
四
七
)
頃
、
交
州

・
安
南
都
護
府

(現

ハ
ノ
イ
付
近
)
に
至
る
歩
頭
路
を

開
発
し
、
塩
産
地
確

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヨ

保
の
為

に
混
州
西
に
安
寧
城
を
建
築
し
、
天
賓
八
載

(七
四
九
)
に
は
保
寧
都
護
府
を
新
設
し
て
雲
南

へ
の
支
配
強
化
を
図

っ
た

(『資
治
通
鑑
』

巻
二

一
六
)。
唐
は
、
開
元
二
十
八
年

(七
四
〇
)、
剣
南
方
面
で
安
戎
城
を
吐
蕃
よ
り
奪
還
し
、
天
寶

六
載
以
降
、
パ
ミ
ー
ル
方
面

・
青
海

方
面
で
も
吐
蕃
攻
略
を
成
功
さ
せ
て
お
り
、
雲
南
に
対
し
て
も
積
極
策
を
推
進
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
玄
宗

は
、
開
元
二
十
六
年

(七
三
八
)
、
南
詔
王
の
皮
羅
閤
を
雲
南
王
に
冊
立
し
て
蒙
帰
義

の
名
を
与
え
、
天
寶

七
載

(七
四
八
)
、
皮
羅

閤

の
息

子
閤
羅
鳳
が
王
位
を
継
承
す
る
と
閤
羅
鳳
を
冊
立
し
て
、
南
詔
を
懐
柔
し
た
。
対
す
る
南
詔
も
、
唐

の
嚢
姓

部
族
攻
撃
に
協
力
し
、

唐
と
南
詔
は
良
好
な
親
善
関
係
を
保
持
し
て
い
た
。
し
か
し
、
唐
が
強
圧
的
な
雲
南
攻
略
を
推
し
進
め
る
と
、
南
詔
は
唐

へ
の
反
感
を
募
ら

せ
て
い

っ
た
。
そ
し
て
天
寶

九
載

(七
五
〇
)
、
閤
羅
鳳
は
桃
州
都
督
張
慶
陀

の
横
暴
に
激
怒
し
、
眺
州

(雲
南
省
)

を
攻
め
て
張
慶
陀
を

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　む
　

殺
害
す

る
と
、
夷
州
三
十
二
州
を
唐
か
ら
奪
取
し
た
の
で
あ

っ
た

(『旧
唐
書
』
巻

一
九
七
南
詔
蛮
伝
、
『新
唐
書
』
巻

二
二
二
南
詔
伝
、
『資

治
通
鑑
』
巻

二

一
六
)
。

　
こ
の
状
況
を
受
け
て
、
吐
蕃
は
天
寶

十
載

(七
五

一
)
よ
り
南
詔
に
派
兵
し
た
。
吐
蕃
は
青
海

・
パ
ミ
ー
ル

・
剣
南

で
各

々
唐
軍
に
苦
戦

し
て
い
た
為
、
南
詔
を
支
援
し
、
唐

へ
の
反
撃

の
機
会
を
窺

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
の
南
詔
は
、
東

の
唐
、
西
の
吐
蕃
と
い
う
二
大
強
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　あ
　

国
の
狭
間
に
あ
る
関
係
上
、
唐
だ
け
で
な
く
吐
蕃
と
も
親
善
関
係
を
築

い
て
い
た
。
南
詔
に
と

っ
て
、
唐
と
対
立
す
る
上
で
吐
蕃
か
ら

の
軍

事
支
援

は
強
み
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
七
五

一
年

(
天
寶
十
載
)、
鮮
干
仲
通
が
南
詔
遠
征
を
開
始
す
る
直
前

の
情
勢
は
以
上

の
様
な
も

の
で
あ
り
、
仲
通
は
南
詔
と
対
決
す
る
に
あ
た

っ
て
吐
蕃

へ
の
対
策
も
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
鮮
干
仲
通
の
南
詔

遠
征
と
そ
の
失
敗
に
つ
い
て
は
、
第
三
章

で
詳
し
く
見
た

い
。

(
5
)
ま
と
め

　
天
寶

初
期

の
唐
の
対
外
政
策
を
ま
と
め
る
と
、
突
厥

と
吐
蕃

に
対
す
る
政
策
は
、
七
〇
〇
年
代
～
七
三
〇
年
代

の
外
交
政
策
を
継
続
し
て

順
調
に
展
開
し
て
い
る
が
、
契
丹
や
南
詔
に
対
し
て
は
、
前
線

の
将
軍

(安
禄
山
)
や
都
督

(張
慶
陀
)
の
拙
劣
で
強
圧
的
な
対
応
が
契
丹

や
南
詔
を
激
怒
さ
せ
、
唐
に
対
す
る
抗
戦
の
引
き
金
に
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
突
厥

・
吐
蕃
と

い
う
従
来
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
対
し
て
は
、

従
来
行

っ
て
き
た
応
戦
方
法
や
外
交
戦
略

の
経
験
が
あ
る
為
、
唐
は
効
率
よ
く
、
こ
の
二
国
を
攻
略
す
る
事
が
可
能
で
あ
り
、
突
廠
を
滅
ぼ

し
、
吐
蕃
の
進
撃
路
を
遮
断
す
る
事
が
で
き
た
。
し
か
し
、
新
し

い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
契
丹

・
南
詔
に
対
し
て
は
唐
も
軍
事

・
外
交

の

経
験
が
浅
く
、
ま
た
担
当
す
る
指
揮
官
も
適
性
を
欠
く
人
材
で
あ
り
、
契
丹

・
南
詔
を
侮

っ
て
高
圧
的
な
応
対
を
し
た
。
こ
の
た
め
、
唐
は

契
丹

・
南
詔
で
の
戦
争
と
外
交
に
失
敗
し
て
し
ま

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

(二
)
中
央
政
界
の
悪
化

(激
化
す
る
権
力
闘
争
と
玄
宗

の
俗
悪
化
)

　
本
節

で
は
、
天
寶

初
期
か
ら
天
寶

十
載
に
至
る
ま
で
の
唐

の
中
央
政
界

の
状
況
や
玄
宗
の
弊
害
に

つ
い
て
概
観
し
、
唐
の
中
央
が
相
当
に

悪
化
し

て
い
た
点
を
具
体
的
に
示
し
た

い
と
思
う
。

(1
)
李
林
甫
と
楊
国
忠

　
私
利

私
欲
に
駆
ら
れ
た
宰
相

(右
相
)

の
李
林
甫
は
、
保
身

の
為
に
玄
宗
に
議
言
を
繰
り
返
し
て
は
、
お
の
れ
の
脅

威
と
な
る
有
能
な
宰
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相
や
名
将
を
次
々
に
失
脚
さ
せ
た
。
張
九
齢
、
斐
耀
卿
、
厳
挺
之
、
王
忠
嗣
、
斐
寛
は
左
遷
さ
れ
、
章
堅
、
皇
甫
惟
明

は
左
遷
後
に
殺
害
さ

れ
た
。
皇
甫
惟
明
や
王
忠
嗣
を
粛
清
す
る
際
に
李
林
甫
に
加
担
し
た
楊
慎
衿
も
、
そ
の
後
は
目
障
り
に
な

っ
た
為
に
粛
清
対
象
と
な
り
、
自

殺
し
た

(
『旧
唐
書
』
巻

一
〇
六
李
林
甫
伝
、
『新
唐
書
』
巻
二
二
三
李
林
甫
伝
)
。
ま
た
、李
林
甫
は
、節
度
使
の
経
験
者

が
中
央
政
界
に
戻

っ

て
き
た
際
に
宰
相
に
な
る
事
が
あ

っ
た
為
、
ラ
イ
バ
ル
の
出
現
を
阻
止
す
る
目
的
で
異
民
族
出
身
者
を
節
度
使
に
任
命
す
る
よ
う
玄
宗
に
進

言
し
た

(
『旧
唐
書
』
李
林
甫
伝
、
『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六
)。
こ
れ
が
安
禄
山

(ソ
グ
ド
人
と
突
廠
人
の
混
血
児
)
、
高
仙
芝

(高
句
麗
人
)、

寄
好
翰

(突
騎
施
人
)
等

の
節
度
使
就
任
に
繋
が
り
、
異
民
族
出
身

の
将
軍
が
、
各

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
前
線
司
令
官
と
し
て
唐

の
対
外
戦
争

だ
け
で
な
く
重
要
な
外
交
政
策
も
担
当
す
る
契
機
と
な

っ
た
。
李
林
甫
は
政
敵
を
次
々
に
粛
清
す
る
と
、
陳
希
烈
を
左
相
と
な
し
た
。
陳
希

烈
は
御

し
や
す
い
人
物
で
あ

っ
た

の
で
、
李
林
甫
は
自
分
で
全
て
決
裁
し
、
陳
希
烈
は
林
甫

の
決
定
を
た
だ
承
諾
す
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
天

寳
八
載

(七
四
九
)、
李
林
甫

の
専
横
を
憂
慮
し
た
趙
奉
璋
が
、
林
甫

の
罪
二
十

ヵ
条
を
書
き
上
げ
、
林
甫
の
告
発
を

試
み
た
が
、
李
林
甫

は
先
手
を
打

っ
て
趙
奉
璋
を
殺
害
し
、
こ
の
企
て
を
未
然
に
防
い
だ
。

　
し
か

し
、
天
寶

四
載

(七
四
五
)
、
楊
玉
環
が
貴
妃
に
冊
立
さ
れ
、
玄
宗
の
寵
愛
を

一
身
に
受
け
る
よ
う
に
な
る
と

、
従
兄

の
楊
国
忠
が

外
戚
と

し
て
新
た
に
台
頭
し
、
李
林
甫
と
対
立
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
楊
国
忠
は
、
天
寶

八
載

(七
四
九
)
、
李
林
甫

の
片
腕
で
あ

っ
た
京

兆
サ
の
薫
昊
を
収
賄
罪
で
告
発
し
て
左
遷
し
、
翌
年
の
天
寶

九
載

(七
五
〇
)
四
月
に
は
、
李
林
甫
に
厚
遇
さ
れ
て
い
た
御
史
中
丞
の
宋
渾

を
収
賄
罪
で
告
発
し
、
流
刑
に
処
し
た

(『旧
唐
書
』
巻

一
〇
六
楊
国
忠
伝
、
『資
治
通
鑑
』
巻

二

一
六
)
。
天
寶

八
載
、
趙
奉
璋

の
告
発
を

未
然
に
防
ぐ
事
が
で
き
た
李
林
甫
も
、
腹
心
の
瀟
昊

・
宋
渾
を
救
え
な
か

っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
天
寶

八
載
よ
り
楊
国
忠

の
権
力
が

李
林
甫

に
伯
仲
し
、
林
甫

の
脅
威
に
な

っ
た
と
言
え
る
。

(2
)
玄
宗
の
俗
悪
化

　
こ
こ

で
は
、
政
治
面
、
軍
事
面
、
外
交
面
、
人
事
面
に
お
け
る
玄
宗
の
弊
害
を
見
た
い
と
思
う
。
玄
宗
は
、
開
元
末

頃
か
ら
李
林
甫
の
議



62

言
を
信
用
し
、
有
能
な
宰
相
や
名
将
を
次
々
に
左
遷
も
し
く
は
処
刑
し
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
が
中
央
政
府

の
無
能
化
、
無
秩
序
化
を
促
進
し
た
。

　
玄
宗

は
軍
功
を
挙
げ
た
将
軍
を
好
み
、
過
度
な
褒
賞
を
与
え
た
が

っ
た
。
例
え
ば
、
開
元
二
十
三
年

(七
三
五
)
、
幽
州
節
度
使

の
張
守

珪
が
契
丹
征
伐
に
勝
利
し
た
時
、
玄
宗
は
守
珪
の
戦
功
を
嘉
し
、
宰
相
に
取
り
立
て
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
時
は
宰
相
張
九
齢

の
反
対
に
あ

っ

て
断
念
し
て
い
る

(
『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
四
)。
ま
た
、
玄
宗
は
自
ら
作
戦
も
立
案
し
た
。
例
え
ば
、
開
元
二
十
七
年

(七
三
九
)
、
益
州

司
馬
防
御
副
使

の
章
仇
兼
顔
が
、
吐
蕃
か
ら
安
戎
城
を
奪
還
す
る
よ
う
献
策
し
た
と
こ
ろ
、
玄
宗
は
章
仇
兼
環
を
益
州
長
史
に
抜
擢
し
、
自

ら
も
取

城
之
計
を
発
案
し
て
、
開
元
二
十
八
年

(七
四
〇
)、
安
戎
城
を
吐
蕃
よ
り
奪
還
し
た
。
こ
の
時
、
李
林
甫

は
上
表
し
て
玄
宗

の

秘
策
を
賛
美
し
、
玄
宗
も
ま
た
自
身

の
奇
策
を
誇

っ
た

(『旧
唐
書
』
吐
蕃
伝
)
。
玄
宗
は
、
「
四
夷
を
呑
む
志
を
抱
き
」

(『資
治
通
鑑
』
巻

二

一
六

・
天
寶
六
年
条
)
、
「盛

ん
に
辺
境
地
帯
を
切
り
拓

い
た
」
(
『新
唐
書
』
安
禄
山
伝
)
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
周
辺
国
家

へ
の
征
服
戦

争
を
好

む
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
皇
帝
の
強

い
征
服
欲
、
戦
績
を
挙
げ
た
将
軍
を
過
度
に
賞
賛
す
る
玄
宗
の
嗜
好

が
、
安
禄
山
や
高
仙

芝
を
対

外
戦
争
に
駆
り
立
て
る

一
因
に
な

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
玄
宗
は
寵
愛
す
る
人
物
に
気
前
よ
く
大
権

を
授
与
す
る
と

い
う

愚
を
犯
し
た
。
特
に
安
禄
山
に
対
し
て
は
三

つ
も

の
節
度
使
職
を
与
え
て
寵
遇
し
、
甘
や
か
し
た
。

一
人

の
将
軍
に
権

力
と
兵
力
を
集
中
す

る
事
は
非
常
に
危
険

で
あ

っ
た
が
、
玄
宗
自
身
は
そ
の
事
に
思
い
至
ら
ず
、
ま
た
諌
言
で
き
る
人
物
も
玄
宗

の
側
に

い
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

第
三
章
　
天
寶

十
載

(七
五

一
)
の
唐
軍
の
三
つ
の
大
敗

"
南
詔
で
の
大
敗
、
タ
ラ
ス
河
畔
の
戦
い
、
契
丹
で
の
大
敗

　
本
章

で
は
、
唐

の
外
征
や
対
外
政
策
の
異
常
化
を
象
徴
す
る
出
来
事
と
し
て
、
七
五

一
年
に
起
こ

っ
た
唐
軍
の
三

つ
の
大
敗

(鮮
干
仲
通

の
南
詔

で
の
敗
戦
、
高
仙
芝

の
タ
ラ
ス
河
畔
で
の
敗
戦
、
安
禄
山
の
契
丹
で
の
敗
戦
)
を
各
々
取
り
上
げ
、
戦
闘
に
至

る
ま
で
の
背
景
や
戦

争
の
動
機
、
戦
争
の
推
移
、
敗
戦
後
の
対
応
、
敗
戦

の
原
因
な
ど
に

つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　

(
一
)
南
詔
征
伐
の
失
敗

〔
天
寶
十
載

(七
五

一
)
四
月
〕
〔年
表
3
〕
〔年
表
4
〕
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天
寶

九
載

(七
五
〇
)、
南
詔
王
の
閣
羅
鳳
が
挑
州
都
督

の
張
慶
陀
を
攻
め
殺
し
、
夷
州
三
十
二
を
唐
か
ら
奪
取
し
た
。
翌
年

の
天
寶
十

載

(七
五

一
)
四
月
、
剣
南
節
度
使

の
鮮
干
仲
通
が
八
万
の
軍
勢
を
率

い
て
南
詔
を
征
伐
す
る
が
、
南
詔
は
こ
れ
を
撃
破
す
る
。
こ
の
戦

い
を
機

に
南
詔
は
唐
か
ら
離
反
し
て
吐
蕃
に
臣
従
し
、
唐
は
吐
蕃
牽
制
の
為

の
重
要
な
同
盟
国
を
喪
失
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
戦

い
は

軍
事
的

に
も
外
交
的
に
も
重
要
な

一
戦
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
尚
、
漢
文
史
料

で
は
、
吐
蕃
が
南
詔
に
派
兵
し
た
詳
細

に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い

な
い
が
、
南
詔
側
の
史
料

(南
詔
徳
化
碑
)
に
よ
れ
ば
、
吐
蕃
が
、
七
五

一
年

(
天
寶
十
)、
七
五
三
年

(
天
寶
十
二
)、
七
五
四
年

(
天
寶

十
三
)

に
南
詔
に
派
兵
し
た
事
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
南
詔

・
吐
蕃
連
合
軍
が
唐
軍
を
撃
破
し
た
点

に
つ
い
て
は
、
藤
澤
義
美
氏
、
林
謙

一
郎
氏
、
大
原
良
通
氏
が
南
詔
徳
化
碑
も
活
用
し
考
察
し
た
。
大
原
氏
は
更
に
吐
蕃
側
の
史
料

(敦
煙
出
土
の
チ
ベ

ッ
ト
語
編
年
記

・
吐
蕃

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

王
の
伝
記
)
と
南
詔
側

の
新
史
料

(格
子
碑
)
も
活
用
し
た
。
こ
こ
で
は
先
行
研
究
の
成
果
も
取
り
入
れ

つ
つ
、
天
寶

十
載

の
唐
と
南
詔
の

対
立
と
戦
争
、
吐
蕃
に
よ
る
南
詔
支
援
、
こ
の
戦
い
と
楊
国
忠
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
る
。

(1
)
楊
国
忠
と
剣
南
節
度
使
鮮
干
仲
通

　
鮮
干
仲
通
は
、
蜀
の
大
富
豪
で
あ
り
、
章
仇
兼
環
が
剣
南
節
度
使

の
時
、
采
訪
支
使
を
務
め
て
お
り
、
か

つ
て
は
失
職
中
で
貧
困
に
苦
し

む
楊
国
忠
の
面
倒
を
見
て
い
た
。
章
仇
兼
環
が
、
李
林
甫

の
粛
清
を
恐
れ
、
中
央
政
界
と
の
パ
イ
プ
を
求
め
た
の
で
、
鮮
干
仲
通
は
楊
国
忠

を
兼
環

に
推
薦
し
た
。
楊
貴
妃
が
玄
宗

の
寵
愛
を
得
て
い
た
為
、
章
仇
兼
環
は
楊
国
忠
を
気
に
入
り
、
国
忠
に
財
宝
を
与
え
て
長
安
に
赴
か

せ
た
。

楊
国
忠
は
こ
れ
に
報

い
る
形
で
、
天
寶

九
載

(七
五
〇
)
、
鮮
干
仲
通
を
剣
南
節
度
使
に
推
挙
し
た

(
『新
唐
書
』
巻
二
〇
六
楊
国
忠

伝
、

『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
五
)
。
尚
、
楊
国
忠
は
、
こ
の
前
年

の
天
寶

八
載

(七
四
九
)
か
ら
李
林
甫

の
腹
心
薫
昊
を
粛
清
し
始
め
て
お
り
、

自
派

の
鮮
子
仲
通
を
要
職
に
就
け
る
事
で
政
界
で
の
勢
力
拡
張
を
試
み
た
と
思
わ
れ
る
。

(2
)
唐
軍
の
大
敗
と
南
詔
の
吐
蕃

へ
の
臣
従

〔年
表
4
〕

　
天
寶

十
載

(七
五

一
)
四
月
、
鮮
干
仲
通
は
八
万
の
軍
勢
を
率

い
て
南
詔
遠
征
を
開
始
し
た
。
南
詔
王

の
閣
羅
鳳
は
、
鮮
干
仲
通
に
遣
使
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し
て
謝

罪
し
、
吐
蕃

の
大
軍
が
国
境
地
帯
に
迫

っ
て
い
る

の
で
、
も
し
唐
が
南
詔
を
許
さ
な

い
の
で
あ
れ
ば
南
詔
は
吐
蕃
に
帰
順
す
る
と

告
げ
た
。
し
か
し
鮮
干
仲
通
は
南
詔
を
許
さ
ず
、
使
者
を
捕
ら
え
、
閣
羅
鳳
の
居
城
大
和
城
に
迫

っ
た
。

こ
の
た
め
閣
羅
鳳
は
鮮
干
仲
通
を

迎
え
撃

ち
、
唐
軍
を
大
破
し
た
。
唐
軍
の
死
者
は
六
万
人
に
及
び
、
鮮
干
仲
通
は
遁
走
し
た

(『旧
唐
書
』
南
詔
蛮

伝
、

『資
治
通
鑑
』
巻

二

一
六
)
。
尚
、
南
詔
徳
化
碑
に
は
、
南
詔

の
救
援
要
請
に
応
じ
て
吐
蕃
が
軍
勢
を
派
遣
し
た
事
、
閤
羅
鳳
が
王
子
と
重
臣
の
子
弟
六
十
人

を
吐
蕃

に
派
遣
し
て
戦
勝
を
報
告
し
、
吐
蕃
に
対
し
て
謝
意
と
忠
誠
を
表
明
し
た
事
、
天
寳
十

一
載

(七
五
二
)
正
月
、
吐
蕃
が
閣
羅
鳳
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　レ
　

「賛
普
鐘

(吐
蕃
王
の
弟
)
」
と
な
し
た
事
、南
詔
が
七
五
二
年
を
賛
普
鐘
元
年
と
改
め
た
事
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
吐
蕃
が
閣
羅
鳳
を

「賛

普
鐘
」
「東
帝
」
と
な
し
、
金
印
を
授
け
た
点
に
つ
い
て
は
、
『新
唐
書
』
南
詔
伝
、
『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六
に
も
見
え
る
が
、
た
だ
、
閣

羅
鳳
は

こ
の
時
、
国
門
に
碑
を
立
て
、
碑

の
上
に

「わ
が
国
は
代
々
唐
に
仕
え
て
封
爵
を
授
か

っ
て
い
た
。
後
世
、
唐
に
帰
服
し
た
時
、
こ

の
碑
を

指
し
て
唐

の
使
者
に
示
し
、
私
の
謀
反
は
本
心
で
は
な
か

っ
た
事
を
知
ら
せ
た

い
。
」
と
刻
み
、
唐
か
ら
の
離
反
が
本
意
で
は
な
か

っ

た
事
を

記
し
た
。
閤
羅
鳳
は
、
唐
軍
と

の
戦
闘
が
始
ま
る
前
に
も
鮮
干
仲
通
に
遣
使
し
て
謝
罪
し
、
唐
軍
と
の
対
戦

の
回
避
を
試
み
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
か
ら
、
七
五

一
年

の
時
点
で
は
、
閤
羅
鳳
も
唐
の
出
方
次
第
で
は
唐
か
ら
の
離
反
を
思

い
留
ま
る

つ
も
り

だ

っ
た
の
か
も
知
れ

な

い
。

　
以
上

の
様
に
、
南
詔
の
去
就
は
吐
蕃
対
策
と
も
連
動
し
て
お
り
、
唐
は
、
外
交
戦
略
も
含
め
て
、
も

っ
と
慎
重
に
南

詔
に
対
応
す
べ
き
で

あ

っ
た
。
し
か
し
、
南
詔
対
策

の
責
任
者
鮮
干
仲
通
は
元
々
蜀

の
富
豪
で
あ
り
、
楊
国
忠

の
推
薦
で
剣
南
節
度
使
に
就

任
し
た
ば
か
り
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(18)

あ

っ
た
為
に
、
軍
事

・
外
交
に
疎
く
、
南
詔
と
の
和
解

の
機
会
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
唐
軍
は
敗
北
を
喫

し
、
南
詔
も
吐
蕃
に

帰
属
し

た
。
南
詔
は
、
徳
宗
時
代

の
貞
元
九
年

(七
九
三
)
に
唐
に
再
び
帰
順
す
る
ま
で
約

四
十
年
間
吐
蕃
に
臣
従
し
、
吐
蕃
か
ら
徴
兵
を

受
け
て
唐
を
攻
撃
す
る
事
と
な
る
。

(3
)
楊
国
忠
に
よ
る
敗
戦
の
隠
蔽
と
雪
辱
戦

の
為
の
大
徴
兵
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楊
国
忠
は
南
詔
で
の
大
敗
を
隠
蔽
し
、
鮮
子
仲
通

の
戦
功
を
叙
し
た

(
『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六
)。
し
か
し
、
敗

戦
の
隠
蔽
は
前
例

の

な
い
行
為
で
あ

っ
た
。
楊
国
忠
は
、
鮮
干
仲
通
が
自
分
の
腹
心
で
あ

っ
た
の
で
保
身

の
為
に
敗
戦
を
隠
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
、
楊
国

忠
は
南
詔

へ
の
雪
辱
戦
を
期
し
、
躍
起
に
な

っ
て
両
京
及
び
河
南

・
河
北
で
大
規
模
な
徴
兵
を
行

っ
た
。

『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六

・
天
寶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　む　

十
載
四
月
条
に
よ
れ
ば
、
楊
国
忠
は
御
史
を
分
遣
し
て
人
を
捕
ら
え
、
枷
を
付
け
て
兵
営
に
連
行
す
る
な
ど
強
制
的
な
徴
発
を
行

っ
た
。
ま

た
、
楊
国
忠
は
同
年
十

一
月
、
鮮
干
仲
通
に
推
挙
さ
せ
て
自
ら
が
剣
南
節
度
使
に
就
任
し
た
。
楊
国
忠
は
、
自
身
が
就
任
す
る
事

で
剣
南
及

び
南
詔

に
関
す
る
軍
事

・
情
報
等
を
直
接
掌
握
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
、
楊
国
忠
は
、
お
の
れ
の
采
配
で
、
七
五
二
年
と

七
五
四
年
に
南
詔
征
伐
を
行
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
(二
)
タ
ラ
ス
河
畔

の
戦

い

〔
天
寶
十
載

(七
五

一
)
七
月
〕

　
天
寶

十
載
七
月
に
は
、
高
仙
芝
が
タ
ラ
ス
河
畔

で
大
食
と
対
戦
し
、
敗
北
し
た
。
本
節
で
は
、
前
嶋
信
次
氏
の
研
究

成
果
に
基
づ
き
な
が

ら
タ
ラ

ス
河
畔
の
戦
い
の
前
後

の
状
況
を
簡
単
に
概
観
す
る
。

　
タ
ラ

ス
河
畔
の
戦
い
の
導
火
線
と
な

っ
た
出
来
事
は
、
天
寶

九
載

(七
五
〇
)
の
高
仙
芝
に
よ
る
石
国
攻
略
で
あ

っ
た
。
石
国
王
が
突
騎

　
　
　
　
　
　
　
　
　　

施
の
内

紛
に
干
渉
し
た
の
で
、
玄
宗
は
高
仙
芝
に
石
国
征
伐
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
天
寶

九
載
十
二
月
、
高
仙
芝
は
石
国
王
を
騙
し
て
和
約

を
結
び
、
石
国
王
を
油
断
さ
せ
た
後
に
同
国
を
襲
撃
し
、
王
達
を
捕
虜
と
し
、
老
弱
な
者
達
を
殺
害
し
て
財
宝
等
を
略
奪
し
た
。
こ
の
た
め
、

石
国
王

の
息
子
は
諸
胡

(
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
諸
国
の
同
胞
達
)
に
高
仙
芝
の
横
暴
を
告
げ
た
。
諸
胡
は
激
怒
し
、
大
食
に
加
勢
を
要
請
し
て
安

西
四
鎮

の
襲
撃
を
計
画
し
た
。
こ
れ
を
知

っ
た
高
仙
芝
は
、
蕃
漢
三
万
の
軍
勢
を
率

い
て
大
食
を
迎
え
撃

っ
た
が
、
カ
ル
ル
ク
が
叛

い
て
大

食
と
共

に
唐
軍
を
挟
撃
し
た

の
で
、高
仙
芝
は
大
敗
し
た
。
唐
軍
は
兵
卒

の
多
く
が
戦
死
し
、生
き
残

っ
た
の
は
わ
ず
か
数
千
人
の
み
で
あ

っ

た

(『新
唐
書
』
巻
五
玄
宗
紀
、
『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六
)
。

　
タ
ラ

ス
で
の
敗
戦
後
、
玄
宗
は
高
仙
芝
を
右
羽
林
軍
大
将
軍

・
密
雲
郡
公
に
任
命
し
た

(『新
唐
書
』
'高
仙
芝
伝
)。

こ
の
様
に
高
仙
芝
は
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タ
ラ
ス
で
の
敗
戦
後
、
敗
北

の
責
任
を
問
わ
れ
て
罰
さ
れ
る
事
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
唐
で
は
こ
れ
ま
で
大
敗
を
喫

し
た
将
軍
に
対
し
て

は
、
概

ね
、
官
職
剥
奪
、
降
格
処
分
、
死
刑
等
の
処
罰
を
加
え
て
お
り
、
今
回
の
高
仙
芝
の
よ
う
に
、
処
罰
も
せ
ず
に
新
た
な
官
職
を
与
え

る
の
は
異
例
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
見
て
も
、
こ
の
時
期

の
唐
が
人
材
配
置
に
関
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
賞
罰

を
厳
格
に
行

っ
て
い

な

い
事

が
分
か
る
。
尚
、
タ
ラ
ス
河
畔

の
戦
い
の
後
、
指
揮
官

の
高
仙
芝
が
処
罰
さ
れ
な
か

っ
た
事
な
ど
を
根
拠
に
、
こ

の
敗
戦
が
唐
に
と

っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　れ
　

て
死
活

問
題
と

い
う
程
の
重
要
性
は
な
か

っ
た
と
解
釈
す
る
先
行
研
究
も
あ
る
が
、
唐
に
と

っ
て
は
、
タ
ラ
ス
河
畔
の
戦
い
と
同
年
に
あ

っ

た
南
詔

と
契
丹
で
の
二

つ
の
大
敗

の
方
が
、
よ
り
重
要

で
深
刻
で
あ

っ
た
為
、
高
仙
芝

の
敗
戦
が
、
さ
ほ
ど
問
題
視
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
う

可
能
性
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

(三
)
契
丹
遠
征
の
失
敗

〔
天
寶
十
載

(七
五

一
)
八
月
〕

　

こ
こ
で
は
、
安
禄
山
の
契
丹
遠
征
の
失
敗
に

つ
い
て
取
り
上
げ
、
安
禄
山
の
戦
争
動
機
、
戦
争

の
経
緯
等
に
つ
い
て
見
る
。

　
天
寶

十
載

(七
五

一
)
二
月
、
安
禄
山
は
河
東
節
度
使
に
任
命
さ
れ
た
。
安
禄
山
が
玄
宗
に
対
し
、
河
東
節
度
使
の
職
を
希
望
し
た
の
で
、

玄
宗
は
こ
の
願
い
を
聞
き
入
れ
、
河
東
節
度
使
の
韓
休
眠
を
左
羽
林
将
軍
に
転
任
さ
せ
、
安
禄
山
に
河
東
節
度
使
の
職
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
安
禄
山
は
平
盧

・
范
陽
に
加
え
て
河
東

の
節
度
使
職
も
兼
ね
、
三

つ
の
節
度
使
を
兼
任
す
る
事
に
な

っ
た
。
尚
、
こ
の
時
期
、

複
数
の
節
度
使
職
を
兼
任
し
て
い
る
人
物
は
安
禄
山
以
外

に
は
い
な
い

〔表
2
〕。
ま
た
、
安
禄
山
は
、
天
寶

十
載

(
七
五

一
)
の
時
点
で
、

平
盧
節
度
使
を
務
め
る
こ
と
十
年
、
范
陽
節
度
使
を
務
め
る
こ
と
八
年
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
当
時
、
同

一
の
節
度
使
職
を
こ
れ
ほ
ど
長
期
間

に
亘

っ
て
務
め
た
人
物
も
、
安
禄
山
以
外
に
は

い
な

い

〔表
1
〕
。

　
天
寶

十
載
八
月
、
安
禄
山
は
、
平
盧

・
范
陽

・
河
東

の
軍
勢
を
率

い
て
契
丹
遠
征
に
赴

い
た
。
安
禄
山
の
率

い
る
兵
力
は
、
『資
治
通
鑑
』

巻

二

一
六
・
天
寶
十
載
八
月
条

で
は

「
六
万
」
、
『旧
唐
書
』
巻
二
〇
〇
安
禄
山
伝

で
は

「
十
五
万
を
号
す
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
史
料
に
よ

っ

て
戦
力

が
異
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
大
軍
を
率

い
て
契
丹
遠
征
に
臨
ん
で
い
る
。
安
禄
山
が
契
丹
遠
征
を
開
始
し
た
動
機
に
つ
い
て
は
、
『旧
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唐
書
』
巻

一
九
九
契
丹
伝
で
は
、
「
天
寶
十
年
、
安
禄
山
謳
其
酋
長
欲
叛
、
請
挙
兵
討
之
。
〔
天
寶
十
年
、
安
禄
山
は
、
契
丹
の
酋
長
が
謀
反

を
企
て
て

い
る
と
謳
告
し
、
軍
を
起
こ
し
て
契
丹
を
討
伐
し
た

い
と
玄
宗
に
請
願
し
た
。
〕
」
と
あ
り
、
『新
唐
書
』
巻

二

一
九
契
丹
伝
で
は

「禄
山
方

幸
、
表
討
契
丹
以
向
帝
意
。
〔安
禄
山
は
玄
宗

の
行
幸
に
あ
た
り
、
上
表
し
、
契
丹
征
伐
を
請
願
し
て
、
玄
宗

に
気
に
入
ら
れ
よ
う

と
し
た
。
〕」
と
あ
る
。
こ
の
様
な
記
述
か
ら
、
安
禄
山
の
契
丹
遠
征
が
玄
宗
に
阿
る
為
に
企
て
ら
れ
た
事
が
分
か
る
。
安
禄
山
は
、
こ
の
年

の
二
月

に
河
東
節
度
使
に
任
命
さ
れ
、
三
節
度
使
を
兼
任
し
た
ば
か
り
で
あ

っ
た
の
で
、
功
名
心
に
逸
り
、
契
丹
征
伐
で
戦
果
を
挙
げ
た
が
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
安
禄
山
は
郷
導

の
奚
軍

に
裏
切
ら
れ
、
奚
軍

と
契
丹
軍
に
挟
撃
さ
れ
て
大
敗
し
た
。
安
禄
山
自
身
も
流
れ
矢
に
あ
た
り
、
息
子

の
安
慶
緒
に
助
け
ら
れ
、
夜
闇
に
紛
れ
て
平
盧
城
に
逃
げ
帰

っ
た

(『旧
唐
書
』
安
禄
山
伝
、
『新
唐
書
』
巻

二
二
五
安
禄
山
伝
、
『資
治
通
鑑
』

巻

二

一
六
)。
安
禄
山
は
大
敗

の
後
、
雪
辱
戦
を
期
し
て
翌
年
の
天
寶

十

一
載

(七
五
二
)
三
月
、
蕃
漢
の
歩
兵
騎
兵
あ
わ
せ
て
二
十
万
の

大
軍
勢
を
組
織
す
る
が
、
こ
の
契
丹
遠
征
計
画
は
、
「阿
布
思
の
乱
」
の
勃
発
に
よ
り
中
止
と
な
る
。
阿
布
思
の
乱
に

つ
い
て
は
、
次
章
で

見
た
い
と
思
う
。

　
　
　

(四
)
ま
と
め

　
天
寶

十
載

(七
五

一
)
、
唐
が
大
敗
し
た
南
詔

・
大
食

・
契
丹
は
、

い
ず
れ
も
唐
に
と

っ
て
は
新
し

い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ

っ
た
。
前
章

で
も
述

べ
た
よ
う

に
、
こ
う
し
た
新
し

い
地
域
に
対
す
る
唐

の
応
戦
体
制
は
未
熟
で
あ
り
、
か

つ
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
絞
る
こ
と
も
無
く
、

南
方

・
西
方

・
北
方
と
無
制
限
に
戦
線
を
拡
げ
て
し
ま
う
な
ど
、
こ
の
時
期

の
唐
は
、
前
代
ま
で
に
見
ら
れ
た
明
確
な
外
交
上
の
戦
略
性
を

失

い
つ
つ
あ

っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
前
線
指
揮
官
に

つ
い
て
も
中
央
と

の
繋
が
り
で
登
用
さ
れ
る
な
ど
適
性
を
欠
く

人
材
の
配
置
も
見
ら

れ
、
こ

の
た
め
唐
は
失
敗
を
重
ね
て
し
ま

っ
た
と
も
言
え
る
。

67
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第
四
章
　
天
寶

十

一
載

(七
五
二
)
～
十

二
載

(七
五
三
)
の
大
獄

H

阿
布
思
の
乱
、
王
鉷

の
反
逆
事
件
、
李
林
甫

へ
の
糾
弾

　
本
章

で
は
、
天
寶

十

一
載
か
ら
十
二
載
に
起

こ
っ
た
阿
布
思
の
乱
、
京
兆
尹

王
鉷

の
反
逆
事
件
、
李
林
甫

へ
の
糾
弾
等
を
取
り
上
げ
、
時

系
列
に
沿

っ
て
各

々
の
事
件
を
見
て
ゆ
く
。
尚
、
本
章
に

つ
い
て
は

〔年
表
2
〕
も
参
照
さ
れ
た

い
。

　
　
　

(
一
)
阿
布
思
の
乱

〔
天
寶
十

一
載

(七
五
二
)
三
月
〕

　
朔
方

節
度
副
使

の
阿
布
思
は
、
突
厥

第
二
可
汗
国
が
滅
亡
す
る
直
前
、
唐
に
亡
命
し
て
き
た
鉄
勒
の
首
領

で
あ
る
。
突
厥

に
お

い
て
は
、

烏
蘇
米

施
可
汗

の
西
葉
護
で
あ

っ
た
。
天
寶

元
年

(七
四
二
)
、
烏
蘇
米
施
可
汗
が
バ
ス
ミ
ル

・
ウ
イ
グ
ル

・
カ
ル
ル
ク
連
合
軍
に
襲
撃
さ

れ
て
遁

走
し
た
時
、
阿
布
思
は
葛
腰
移
と
共
に
五
千
帳
を
率

い
て
唐

に
亡
命
し
た

(
『新
唐
書
』
突
厥

伝
、
『資
治
通
鑑
』
巻

一
二

五
)。
阿

布
思
が
堂

々
た
る
風
貌
の
持
ち
主

で
才
知

・
策
略
に
富
ん
で
い
た
為
、
玄
宗
は
阿
布
思
を
気

に
入
り
、
李
献
忠

の
名
を
与
え
、
奉
信
王
に
封

じ
、
朔
方
節
度
副
使
に
任
命
し
た

(『新
唐
書
』
安
禄
山
伝
、

『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六
)
。
天
寶

八
載

(七
四
九
)
、
朧
右
節
度
使
の
寄
箭
翰

が
吐
蕃

の
堅
城
石
墨
城
を
攻
撃
す
る
時
、
玄
宗
は
阿
布
思
に
出
撃
を
命
じ
た
。
玄
宗
は
阿
布
思
の
才
略
に
期
待
し
、
寄
野
翰
を
支
援
さ
せ
た

の
で
あ

ろ
う
。
寄
箭
翰
は
石
墾
城
を
陥
落
さ
せ
、
八
年
ぶ
り
に
吐
蕃

の
手
か
ら
石
墨
城
を
奪
還
し
た
。
し
か
し
、
安
禄
山
は
阿
布
思
の
才
能

を
忌
み
、
強
い
敵
対
心
を
抱

い
て
い
た
。
玄
宗
か
ら
の
寵
愛
が
出
世

の
頼
み
の
綱
で
あ

っ
た
安
禄
山
に
と

っ
て
、
自
分
以
上
に
玄
宗
か
ら
寵

任
さ
れ
戦
績
を
挙
げ
る
阿
布
思
は
脅
威
で
あ
り
、
強

い
警
戒
心
を
抱

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
対
す
る
阿
布
思
も
、
安
禄
山
の
下
風
に
立

つ
事

を
嫌

っ
た
。
阿
布
思
は
鉄
勒
の
首
領
で
あ
り
、
突
厥

可
汗

の
西
葉
護
も
務
め
て
い
た
為
、
雑
胡
の
安
禄
山
を
見
下
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
天
寶

十

一
載

(七
五
二
)
三
月
、
安
禄
山
は
蕃
漢
の
歩
騎
二
十
万
を
率

い
て
契
丹

へ
の
雪
辱
戦
を
計
画
し
た
が
、
こ
の
時
、
玄
宗
に
上
奏
し
、

阿
布
思

に
同
羅
の
数
万
騎
を
率

い
さ
せ
、
共
に
契
丹
征
伐
に
赴
き
た

い
と
請
願
し
た
。
玄
宗
は
安
禄
山

の
願

い
を
聞
き
入
れ
、
阿
布
思
に
対
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し
、
安
禄
山
と
共
に
契
丹
を
攻
撃
す
る
よ
う
命
令
し
た
。
阿
布
思
は
、
天
寶

八
載
、
寄
箭
翰
の
石
墨
城
攻
撃
に
加
勢
し

て
石
墨
城

の
奪
還
に

尽
力
し
た
の
で
、
玄
宗
も
、
阿
布
思
が
安
禄
山
を
支
援
す
れ
ば
契
丹
征
伐

で
も
戦
果
を
得
ら
れ
る
と
期
待
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
阿

布
思
は
安
禄
山
に
危
害
を
加
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
危
惧
し
、
出
撃
を
拒
否
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
許
さ
れ
な
か

っ
た
為
、
阿
布
思
は

鷹
下
の
軍
勢
を
率
い
て
倉
庫
を
略
奪
す
る
と
漠
北
に
逃
走
し
た
。

こ
の
た
め
安
禄
山
は
契
丹
に
出
撃
す
る
事
が
で
き
ず

、
契
丹
遠
征
は
中
止

と
な

っ
た
。
そ
の
後
、
阿
布
思
は
、
唐

の
辺
境
地
帯
を
略
奪
し
た

(『新
唐
書
』
安
禄
山
伝
、
『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六
)。
李
林
甫
は
、
阿

布
思
が
反
乱
を
起
こ
す
と
自
ら
朔
方
節
度
使

の
職
を
辞
し
、
河
西
節
度
使

の
安
思
順

(安
禄
山
の
従
兄
弟
)
に
職
を
譲

り
た
い
と
玄
宗
に
請

願
し
た
。
李
林
甫
は
天
寶

十
載

(七
五

一
)
よ
り
朔
方
節
度
使
を
務
め
て
お
り
、
朔
方
節
度
副
使

の
阿
布
思
は
副
官
に
あ
た
る
。
李
林
甫
は

副
官

の
謀
反
を
理
由
に
糾
弾
さ
れ
る
事
を
恐
れ
、
辞
職
を
願

い
出
た
と
思
わ
れ
る
。
玄
宗
は
李
林
甫
の
辞
職
願
を
聞
き

入
れ
、
安
思
順
を
朔

方
節
度

使
に
任
命
し
た

(『旧
唐
書
』

『新
唐
書
』
李
林
甫
伝
)
。

　
　
　

(二
)
京
兆
サ
王
鉷

・
王
鐸
兄
弟

の
反
逆
事
件

〔
天
寶
十

一
載

(七
五
二
)
四
月
〕

　
天
寶

十

一
載

(七
五
二
)
四
月
、
楊
国
忠

は
、
左
相

の
陳
希
烈
と
共
に
、
京
兆
サ

の
王
鉷

を
謀
反
の
罪
で
告
発

し
た

(
『旧
唐
書
』
巻

一
〇
五

王
鉷
伝
、
『新
唐
書
』
巻

=
二
四
王
鉷

伝
、
『資
治
通
鑑
』
巻

二

一
六
)。
王
鉷

は
、
京
兆
サ
の
他
に
も
二
十
絵

の
使
職
を
兼
任
し
、

権
勢
を
誇

っ
て
い
た
。
王
鉷

は
、李
林
甫
が
起
こ
し
た
疑
獄
事
件
に
も
関
わ
り
、
李
林
甫

の
政
敵
粛
清
に
加
担
し
た

(『
新
唐
書
』
李
林
甫
伝
)。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

し
か
し
、
天
寶

十

一
載
四
月
、
弟

の
王
鐸
が
反
逆
事
件
を
起
こ
し
た
為
、
楊
国
忠
は
王
鉷

を
糾
弾
し
た
の
で
あ

っ
た
。
玄
宗
は
王
鉷

を
信
任

し
て
い
た
為
、
こ
の
件
を
不
問
に
付
そ
う
と
し
、
李
林
甫
は
王
鉷

の
為
に
弁
明
し
た
。
だ
が
、
楊
国
忠
は
王
鉷

も
謀
反

に
関
わ

っ
て
い
る
と

断
じ
、

王
鐸
を
詮
議
し
て
、
王
鐸
が
術
士
任
海
川
に

「
わ
し
に
王
者

の
相
が
あ
る
か
」
と
尋
ね
た
事
、
こ
の
事
を
知

っ
た
王
鉷
が
口
封
じ
の

為
に
任
海
川
を
殺
害
し
た
事
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
王
鉷
は
自
殺
を
命
じ
ら
れ
、
王
鐸
は
朝
堂
で
撲
殺
さ
れ
た
。
こ
の
翌
月

の
天
寶

十

一
載
五
月
、
玄
宗
は
、
楊
国
忠
を
御
史
大
夫
、
京
畿

・
関
内
等
の
采
訪
使
に
任
命
し
、
王
鉷

の
有
し
て
い
た
使
職
を
尽
く
与
え
た
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(
『資
治

通
鑑
』
巻
二

一
六
)
。
玄
宗
は
、
王
鉷

兄
弟
の
反
逆
を
断
罪
し
た
楊
国
忠
を
評
価
し
、
褒
賞
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　

(三
)
楊
国
忠
の
戦
勝
報
告
と
捕
虜
献
上

〔
天
寶
十

一
載

(七
五
二
)
六
月
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お
　

　
王
鉷

が
自
殺
し
た
二
ヵ
月
後

の
天
寶
十

一
載
六
月
、
楊
国
忠
が
玄
宗

に
上
奏
し
、
吐
蕃
軍
六
十
万
が
南
詔
に
来
援
し
た

の
で
、
剣
南

の
兵

が
吐
蕃

軍
を
雲
南
で
撃
破
し
、
故
隰

州
等

の
三
城
で
勝
利
し
た
事
、
捕
虜
六
千
三
百
を
得
た
事
を
告
げ
た
。
楊
国
忠
は
、
剣
南
か
ら
長
安
ま

で
の
道

の
り
が
遠

い
為
、
捕
虜

の
中
か
ら
壮
健
な
も
の
千
絵
人
と
降
伏
し
た
酋
長
を
選
ん
で
玄
宗
に
献
上
し
た

(
『新
唐
書
』
巻
五
玄
宗
紀

・

吐
蕃
伝
、

『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六
、

『冊
府
元
亀
』
巻
四
三
四
将
帥
部
献
捷
)。
楊
国
忠
は
、
捕
虜
千
絵
人
と
降
伏
し

た
酋
長
ら
を
長
安
に

連
行
す

る
事

で
、
自
分

の
実
力
を
玄
宗
や
有
力
者
達
に
誇
示
し
、
前
年

の
敗
戦
を
払
拭
し
て
、
戦
勝
を
印
象
付
け
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

(四
)
李
林
甫

へ
の
糾
弾
と
李
林
甫

の
病
死

〔
天
寶
十

一
載

(七
五
二
)
十

一
月
〕

　
楊
国
忠
は
、
王
鉷

の
自
殺
後
、
李
林
甫
が
阿
布
思
と
王
鉷

の
謀
反
に
関
係
し
て
い
た
と
謳
告
し
、
左
相
の
陳
希
烈
と
麓
右
節
度
使
の
寄
釘

翰
も
李
林
甫
を
糾
弾
し
た
。
こ
の
た
め
玄
宗
は
李
林
甫
を
疎
ん
じ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
李
林
甫
は
、
こ
れ
に
対
し
、
楊
国
忠
は
任
地
の
剣
南

に
赴
く

べ
き
で
あ
る
と
玄
宗
に
進
言
し
た
。
こ
の
頃
、
南
詔
が
頻
繁
に
入
寇
し
た
為
、
蜀
の
住
民
が
上
奏
し
、
剣
南
節

度
使
楊
国
忠
の
赴
任

を
希
望
し
て
い
た
。
李
林
甫
は
、
楊
国
忠
を
蜀
に
追
い
や
り
、
玄
宗
の
傍
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
図

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

楊
国
忠
は
玄
宗
に
泣

き

つ
い
て
蜀

へ
の
赴
任
を
拒
否
し
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
剣
南
に
赴
か
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
李
林
甫

は
既
に
病
床
に
伏
し
、

天
寶

十

一
載
十
月
に
は
玄
宗
を
拝
す
る
事
も
ま
ま
な
ら
な
か

っ
た
。
玄
宗
は
、

一
旦
は
楊
国
忠
を
剣
南
に
派
遣
し
た
が
、
そ
の
後
、
楊
国
忠

を
召
還
し
た
為
、楊
国
忠
は
蜀
に
到
着
後
、
す
ぐ
に
帰
京
し
た
。
楊
国
忠

の
帰
京
後
、
天
寶
十

一
載
十

一
月
、
李
林
甫
は
病

死
し
た

(
『旧
唐
書
』

『新
唐
書
』
李
林
甫
伝
、
『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六
)
。
玄
宗
が

一
度
は
蜀
に
派
遣
し
た
楊
国
忠
を
す
ぐ
さ
ま
呼
び
戻
し
た
理
由
は
、
李
林
甫

の
病
が
篤
く
、
死
期
が
近

い
と
判
断
し
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
玄
宗
は
、
李
林
甫
が
務
め
て
い
た
右
相
の
地
位
を
楊

国
忠
に
与
え
、
更
に
、

楊
国
忠
に
文
部
尚
書
を
兼
任
さ
せ
、
そ
の
他
の
判
使
は
従
来

の
ま
ま
と
し
た
。
楊
国
忠
は
、
こ
う
し
て
李
林
甫
を
追

い
落
と
し
、
林
甫
に
代
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わ

っ
て
右
相
と
な

っ
た
。

　
　
　

(五
)
李
林
甫
の
官
職
剥
奪

〔天
寳
十
二
載

(七
五
三
)
二
月
〕

　
楊
国
忠
は
、
李
林
甫
の
死
去
後
も
林
甫
に
対
す
る
攻
撃
の
手
を
緩
め
ず
、
安
禄
山
に
対
し
、
李
林
甫
が
阿
布
思
の
謀

反
に
加
担
し
て
い
た

と
謳
告

す
る
よ
う
説
得
し
た
。
安
禄
山
は
楊
国
忠

の
説
得
に
応
じ
、
降
服
し
た
阿
布
思

の
部
下
を
証
人
と
し
て
入
朝
さ
せ
る
と
、
李
林
甫
と

阿
布
思
が
父
子
の
約
を
し
て
い
た
事
、
二
人
が
謀
反
を
共
謀
し
て
い
た
事
な
ど
を
謳
告
さ
せ
た
。
玄
宗
は
怒
り
、
天
寳
十

二
載

(七
五
三
)

二
月
癸
未
、
李
林
甫

の
官
爵
を
削

っ
て
庶
人
に
落
と
し
た
。
納
棺
前
だ

っ
た
李
林
甫
の
遺
体
は
、
小
棺
に
収
め
ら
れ
庶
人

の
礼
で
葬
ら
れ
た
。

李
林
甫

の
財
産
は
没
収
さ
れ
、
子
孫
の
官
職
は
除
名
さ
れ
て
嶺
南
等
に
流
さ
れ
た

(『旧
唐
書
』

『新
唐
書
』
李
林
甫
伝
、

『資
治
通
鑑
』
巻

二

一
六
)。
こ
の
後

の
二
月
己
亥
、
玄
宗
は
、
楊
国
忠
と
陳
希
烈
が
李
林
甫
の
獄
を
成
敗
し
た
事
を
賞
し
て
、
楊
国
忠

に
魏
国
公
、
陳
希
烈

に
許
国
公

の
爵
位
を
各

々
与
え
た

(『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六
)。

　
　
　

(六
)
阿
布
思
の
乱

の
終
息
と
安
禄
山

〔天
寳
十
二
載

(七
五
三
)
〕

　

一
方
、
漠
北
に
逃
走
し
た
阿
布
思
は
、
天
寳
十
二
載
五
月
、
ウ
イ
グ
ル
に
襲
撃
さ
れ
て
敗
走
し
た
。
安
禄
山
は
、
こ

の
時
、
阿
布
思
の
部

落
を
誘

っ
て
降
服
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
阿
布
思
の
軍
団
を
吸
収
し
た
安
禄
山
の
精
鋭
部
隊
は
、
こ
れ
以
降
、
天
下
に
及

ぶ
も
の
が
な
く
な

っ

た
と

い
う

(
『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六
)
。
阿
布
思
は
、
同
年
九
月
、
カ
ル
ル
ク
に
捕
縛
さ
れ
、
北
庭
都
護

の
程
千
里
に
よ

っ
て
長
安
に
護
送

さ
れ
、
翌
年

の
天
寳
十
三
載

(七
五
四
)、
長
安

で
処
刑
さ
れ
た

(『旧
唐
書
』
巻

一
八
七
程
千
里
伝
、
『新
唐
書
』
巻

一
九
三
程
千
里
伝
、
『資

治
通
鑑
』
巻

二

一
六
～
巻
二

一
七
)。

　
　
　

(七
)
ま
と
め

　
以
上

の
様
に
、
天
寳
十

一
載
～
十
二
載
、
楊
国
忠
は
王
鉷

を
粛
清
し
李
林
甫
を
失
脚
さ
せ
る
と
、
両
人

の
官
職
を
全

て
奪
取
し
て
宰
相
に

登
り
詰
め
、
安
禄
山
は
阿
布
思
を
反
乱
に
追

い
や

っ
て
、
そ
の
軍
団
を
吸
収
し
、
唐
で
随

一
の
精
鋭
を
有
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
楊
国
忠
も
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安
禄
山
も
、
性
急
か
つ
執
拗
に
政
敵
を
抹
殺
し
、
そ
の
地
位
や
軍
団
を
奪

い
取

っ
て
い
る
。
第

二
章
で
も
見
た
よ
う
に
、
李
林
甫

の
腹
心
達

に
対
す

る
楊
国
忠
の
攻
撃
は
天
寶

八
載

(七
四
九
)
よ
り
始
ま

っ
て
お
り
、

い
ず
れ
は
李
林
甫
本
人
に
対
す
る
攻
撃
も
開
始
さ
れ
る
情
勢
で

は
あ

っ
た
。
し
か
し
、
天
寶

十
載

(七
五

一
)

の
南
詔
で
の
大
敗
が
、
楊
国
忠
を
動
揺
さ
せ
、
先
手
を
打

っ
て
李
林
甫

に
対
す
る
粛
清
を
加

速
さ
せ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

お

わ

り

に

　
李
林
甫
を
庶
人
に
落
と
し
た
直
後

の
天
實
十
二
載

(七
五
三
)
五
月
よ
り
、
楊
国
忠
は
玄
宗
に
対
し
、
安
禄
山
に
反
状
あ
り
と
護
言
す
る

よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
八
月
、
楊
国
忠
は
、
安
禄
山
と
不
和
だ

っ
た
朧
右
節
度
使

の
寄
寄
翰
に
河
西
節
度
使
を
兼
任
さ
せ
、
西
平
郡
王
の
爵

位
も
授
け
て
安
禄
山
の
対
抗
馬
と
な
し
た

(『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
六
)。
こ
の
後
、
楊
国
忠
と
安
禄
山
の
対
立
は
激
化

し
、
楊
国
忠
は
玄
宗

に
盛
ん

に
読
言
を
繰
り
返
し
て
は
安
禄
山
の
失
脚
を
画
策
し
た
。

　
楊
国
忠
は
天
實
十
三
載

(七
五
四
)
六
月
、
天
下
の
兵
を
徴
集
し
、
剣
南
留
後

の
李
慾
に
南
詔
征
伐
を
命
じ
た
。
前
年
の
天
寶

十
二
載

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

(七
五
三
)、
南
詔
が
、
吐
蕃
の
神
川
都
知
兵
馬
使
論
綺
里
徐
と
共
に
眺
州
を
攻
撃
し
、
唐
の
将
軍
賈
?

を
捕
縛
し
た
た
め
、
楊
国
忠
は
大
軍

を
派
遣
し
て
南
詔
に
対
す
る
反
撃
を
試
み
た
と
思
わ
れ
る
。
李
慾
は
十
鯨
万

(も
し
く
は
七
万
)
の
大
軍
で
南
詔
を
攻

撃
す
る
が
、
南
詔
側

が
唐
軍
を
誘

い
込
ん
で
籠
城
戦
に
持
ち
込
ん
だ
為
、
唐
軍
は
疫
病
と
飢
渇
に
苦
し
み
、
南
詔
軍
と
戦
う
前

に
兵
士
は
十

の
う
ち
八
、九
が
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

去
し
た
。
李
?

が
退
却
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
、
南
詔
軍
が
追
撃
し
た
為
、
李
慾
は
捕
虜
と
な
り
唐
軍
は
壊
滅
し
た

(『
旧
唐
書
』
南
詔
蛮
伝
、

『資
治
通

鑑
』
巻
二

一
七
)。
南
詔
徳
化
碑
に
よ
れ
ば
、
天
寶

十
二
載
の
挑
州
攻
撃
と
同
様
、
吐
蕃

の
論
綺
里
徐
が
、
天
寶

十
三
載
に
も
南
詔

　
　
　
　
　
　
　め
　

に
加
勢

し
て
い
る
。
外
交
戦
略
を
欠

い
た
南
詔

へ
の
力
攻
め
は
失
敗
し
、
唐
軍
は
再
度
、
甚
大
な
死
傷
者
を
出
し
て
惨
敗
し
た
。
楊
国
忠
は

再
び
南
詔
で
の
敗
戦
を
隠
蔽
し
、
偽
り
の
戦
勝
報
告
を
玄
宗
に
上
奏
し
て
失
態
を
取
り
繕

っ
た
が
、
『資
治
通
鑑
』
巻

二

一
七
は
、
鮮
干
仲
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通
が
対
南
詔
戦
で
失

っ
た
兵
力
と
併
せ
て
二
十
万
の
兵
力
を
唐
は
南
詔
遠
征

で
喪
失
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
安
禄
山
が
挙
兵
す
る
の
は
、
李
慾

の
敗
戦
か
ら

一
年
五
ヶ
月
後

の
天
實
十
四
載

(七
五
五
)
十

一
月
で
あ
る
が
、
安
禄
山
は
南
詔
遠
征
で

の
唐
軍

の
惨
敗
を
見
て
、
唐
王
朝
に
対
し
て
軽
侮
の
念
を
抱

い
た
か
も
知
れ
な
い
。
安
禄
山
は
、
天
寶

十
三
載

(七
五
四
)
四
月
、
異
を
撃

破
し
て
蘂
王
の
李
日
越
を
捕
縛
し

(『資
治
通
鑑
』
巻
二

一
七
)、
天
寶

十
四
載

(七
五
五
)
三
月
に
は
契
丹
を
撃
破
し
て
お
り

(
『新
唐
書
』

巻
五
玄
宗
紀
)、
楊
国
忠
と
は
対
照
的
に
順
調
に
戦
果
を
挙
げ
て
い
る
。
契
丹
軍
の
撃
破
は
挙
兵
す
る
入
ヶ
月
前
の
出

来
事
で
あ
り
、
安
禄

山
鷹
下

の
将
兵
も
、
契
丹
に
勝
利
し
た
事
で
士
気
が
高
揚
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
契
丹
の
撃
破
に
よ

っ
て
、
安
禄
山
は
後
顧

の
憂

い
な
く
唐
に
対
し
て
叛
旗
を
翻
す
事
が
で
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
安
禄
山
の
挙
兵
後
、
唐
は
河
西

・
朧
右

の
軍
勢

を
東
方
に
移
動
さ
せ
、

濠
関
の
守
り
を
固
め
さ
せ
て
安
禄
山
の
進
撃
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
唐
軍
が
東
に
移
動
し
た
隙
を
吐
蕃
に
衝
か
れ
、
河
西

・
朧

右
が
吐

蕃
軍
に
占
領
さ
れ
て
し
ま
う
。
プ
ー
リ
ィ
ブ
ラ
ン
ク
氏
は
、
南
詔
と

の
戦

い
で
二
十
万
も
の
損
害
を
出
し
た
唐
王
朝
に
と

っ
て
、
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

み
と
な
る
軍
隊
は
無
傷
だ

っ
た
河
西

・
朧
右

・
朔
方
の
軍
隊
で
あ

っ
た
と
分
析
し
て
い
る
。
唐
に
と

っ
て
、
南
詔
に
対
す
る
度
重
な
る
大
敗

は
軍
事

的
に
も
外
交
的
に
も
大
き
な
痛
手
で
あ

っ
た
。
南
詔
は
吐
蕃
に
臣
従
し
て
唐
と
敵
対
す
る
よ
う
に
な
り
、
安

史
の
乱
勃
発
直
後
は
、

対
南
詔

戦
に
お
け
る
敗
戦
の
痛
手

の
為
に
唐
は
応
戦
体
制
が
整
え
ら
れ
ず
、
吐
蕃
軍
の
河
西

・
朧
右

へ
の
侵
攻
を
促
し

た
。
ま
た
、
安
禄
山

に
対
し

て
も
南
詔
で
の
惨
敗
が
唐
朝
の
軍
事
力
の
弱
体
化
を
示
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
最
後

に
、
こ
の
時
期
の
唐

の
外
征

・
対
外
政
策
を
ま
と
め
る
と
、
大
ま
か
に
は
、
対
外
政
策
が
成
功
し
て
い
る
地
域
と
失
敗
し
て
い
る
地

域
に
二
分
さ
れ
る
。
対
外
戦
略
が
成
功
し
て
い
る
地
域

の
代
表
は
、
突
厥

と
吐
蕃
で
あ

っ
た
。
こ
の
二
国
に
対
し
て
は
唐
も
戦
闘
方
法
や
外

交
戦
略

を
熟
知
し
て
お
り
、
突
厥

攻
略

の
為
に
周
辺
諸
族

(バ
ス
ミ
ル

・
ウ
イ
グ
ル

・
カ
ル
ル
ク
)
を
後
押
し
し
て
天
寶

四
載

(七
四
五
)

突
厥

を

滅
亡

へ
と
導
き
、
天
寶

六
載

(七
四
七
)
～
八
載

(七
四
九
)
、
青
海
で
吐
蕃

の
要
塞
を
奪
取
し
、
パ
ミ
ー
ル
で
は
親
唐
国
家
を
樹

立
す
る
等
し
て
、
吐
蕃
の
中
央

ア
ジ
ア
へ
の
進
撃
を
あ
る
程
度
阻
止
し
た
。
ま
た
、
日
本

・
新
羅

・
渤
海
と
は
比
較
的
安
定
し
た
友
好
的
関
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　お
　

係
を
維

持
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
唐
の
対
外
戦
略
が
失
敗
し
た
地
域
は
、
契
丹

・
南
詔

・
大
食
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
唐
に

と

っ
て
新
し

い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
対
し
て
は
唐

の
応
戦
体
制
は
未
熟
な
上
、
前
線
指
揮
官
も
適
性
よ
り
も
中
央

と
の
繋

が
り
で
登
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
戦
端
を
絞
ら
ず
南
方

・
西
方

・
北
方
と
無
思
慮
に
戦
線
を
拡
げ

て
し
ま
う
な
ど
、
こ
の
時
期

の
唐
は
外
交
的
な
戦
略
性
を
失

い
つ
つ
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
が
要
因
と
な

っ
て
、唐
は

一
年
に
三
度
の
大
敗
を
喫
し
て
し
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た

、
こ
の
時
期

の
唐
の
特
徴
と
し
て
は
、
玄
宗
や
楊
国
忠
な
ど
個
人
の
好
み
で
国
家

の
政
策
や
人
事
が
決
定
さ
れ
た
事
、
宰
相
や
前
線

将
軍
の
行
動
原
理
が
私
利
私
欲
に
あ

っ
た
事
、
唐
王
朝
内
部
で
の
権
力
闘
争
と
対
外
政
策

(外
征
と
敗
戦
)
が
密
接
に
関
わ

っ
て
い
る
事
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
矛
盾
が
複
合
し
た
形
で
帝
国
は
迷
走
し
、
最
終
的
に
安
史

の
乱
に
至
る
の
で
あ
る
。

註(
1
)

安
史

の
乱

に
関

し

て
は
、

プ

ー
リ

ィ
ブ

ラ

ン
ク

「
安
禄

山

の
叛

乱

の
政
治

的
背

景

」

『東

洋

学
報
』

三
五

巻

二
号
、

一
九

五

二
年

)
、

「
安
禄

　

山

の
叛
乱

の
政
治
的

背

景

(
下
)
」

(
『東

洋
学

報
』

三

五
巻

三

・
四
号
、

一
九

五

三
年
)
、
谷

川
道

雄

「
「
安
史

の
乱
」

の
性

格

に

つ

い
て
」

(
『名

　

古
屋

大
学

文
学

部
研

究
論

集
』

八

号
、

一
九

五

四
年
)

等
。

(
2
)
寒

'
ゆ
霞
昏
9
9

↓
q
陣

8
欝
b

織
o
ミ
旨

8

臨
Φ
さ

心
豊

貯

§
簑
§

℃
い
8

創
0
5
一
〇
N
O。
°

前
嶋

信
次

「
タ

ラ

ス
戦

考
」

『東

西
文
化

交

流

の
諸
相

　

ー

民

族

・
戦
争
』

(誠

文
堂

新
光

社

、

一
九

八
二
年

)
等

。

(
3
)

拙
稿

「
八

世
紀

前
半

の
唐

・
突
厭

・
吐

蕃

を
中

心

と
す

る
国
際

情

勢
i

多

様

な
外

交
関

係

の
形

成

と

そ

の
展

開
」

(
『史

窓

』

六
七

号

、

二

　

〇

一
〇
年
)
、

「唐

・
吐
蕃
会

盟

の
歴

史
的

背
景

と

そ

の
意

義
-

安
史

の
乱
以
前

の
二
度

の
会

盟
を

中
心

に
」

(
『
日
本

西
蔵
学

会

々
報
』

五

六
号

、

　

二

〇

一
〇

年
)
。
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(
4
)

片
山

章
雄

「
突
厥
第

二
可
汗

国
末

期

の

一
考

察

」

(
『史

朋
』

十

七
号

、

一
九

八
四
年

)
等

。

(
5
)
例

え

ば
、

唐

は
、

景
龍

二
年

(七

〇

八
)

か
ら

景

龍

四
年

(七

一
〇
)

に

か
け

て
反
突
厥

で
あ

っ
た
突

騎

施

・
キ

ル
ギ

ス
と
連

合

し
、

開

　

元

八
年

(
七

二

〇
)

に

は
契

丹

・
奨

、

バ

ス
ミ

ル
と

連
合

し

て
、

各

々
突
厥

を

挟

撃
す

る
計

画

を
立

て

て

い
る
。

拙
稿

(
3
)

論
文

。
尚

、

　

太
宗

は
醇

延

陀
な

ど

の
鉄
勒

諸
部

を
離

反

さ
せ

て
突
厥

第

一
可
汗

国

(東
突
厥

)
を

滅

ぼ
し

た
。

(6
)
安
禄

山

に
関

し

て
は
、
プ
ー

リ

ィ
ブ

ラ

ン
ク

「
安

禄
山

の
出

自

に

つ
い
て
」
(
『
史
学

雑
誌

』
六

一
巻

四
号
、
一
九

五

二
年

)
、
藤
善

真
澄

『安

禄

山
』

　

(中

央
公
論

新

社
、
二
〇

〇

〇
年
、
初
版

は

一
九

六
六
年

)
、
森

安
孝

夫

『
シ

ル
ク

ロ
ー
ド
と

唐
帝

国
』

(講

談
社

、
二
〇

〇
七
年

)
、
森
部

豊

『
ソ

　

グ

ド
人

の
東
方

活

動
と
東

ユ
ー

ラ
シ

ア
世
界

の
歴

史
的

展

開
』

(関
西

大
学

出
版

部
、

二
〇

一
〇
年

)
等

。

(
7
)

『資
治

通
鑑

』
、

呉
延

隻

『唐
方

鎮
年

表
』

全

三
巻

(中

華
書

局
、

二
〇
〇

三
年
)

等
。

(
8
)
吐

蕃

に

つ
い
て
は
、
佐

藤
長

『古

代

チ

ベ

ッ
ト
史

研

究
』

上

(東
洋

史
研

究
会

、

一
九

五

八
年

)
、
森
安

孝
夫

「吐

蕃

の
中

央

ア
ジ

ア
進
出

」

　

(
『金

沢
大

学
文

学
部

論
集

・
史

学
科

篇
』

四
号
、

一
九

八

四
年
)
。

(
9
)
藤

澤
義

美

『
西
南

中
国

民
族

史

の
研
究
-

南

詔
国

の
史

的

研
究
』

(大
安

、
一
九

六
九
年

)
。

林
謙

一
郎

「
南

詔
国

の
成

立
」

(
『東

洋
史

研
究

』

　

四
九
巻

一
号
、

一
九

九

〇
年

)
、

「南

詔

王
権

の
確

立

・
変
質

と
唐

・
吐

蕃

関
係
」

(
『唐

代

史
研
究

』

=

一号
、

二
〇
〇
九

年

)
。

(
10
)
吐

蕃

と
小
勃

律

の
関

係

に

つ

い
て
は
、
森

安

(
8
)

論

文
三

七
～

四

二
頁
、

王
尭

・
陳

践
訳
注

『
敦
煌
本
吐

蕃
歴

史
文

書

〔増
訂

本
〕
』

(
民

　

族
出

版
社

、

一
九

九

二
年
)

一
五

三
頁
、

一
八
四
注

五

一
、

小
谷

仲
男

・
菅
沼

愛
語

「
『
新
唐

書
』

西

域
伝

訳
注

(
二
)
」

『京

都
女

子
大

学

大

　

学
院
文

学

研
究

科
研

究
紀

要

・
史
学

編
』

十
号

、

二

〇

=

年
)

を
参

照
。

(
11
)
掲

師

は

『
新
唐

書
』

吐

火
羅
伝

で
錫
師

、

『資
治

通

鑑
』

で
蜴

師

で
あ

る
。
本

稿

で
は

錫
師

と
す

る
。

吐

蕃
と

掲
師

の
関
係

に

つ
い
て
は
、

　

森

安

(
8
)
論

文

四

二
～

四
三
頁

、
小

谷

・
菅

沼

(10

)
論
文

。

(
12
)
小

谷

・
菅
沼

(
10
)

論
文
。
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(
13
)
藤
澤

(9
)

論
文

、
林

(
9
)
論
文

。
尚

、
安

寧
城

の
建

築

は
現
地

民

西
饗

の
反

発
を

招
き

、
築
城

の
為

の
唐

の
使
者

が
西

饗

に
襲
撃

さ

れ
た
。

(
14
)
張
虔

陀

の
官

職

は

『
旧
唐

書
』

南
詔

蛮

伝
、

『資

治
通

鑑
』

で
は
雲

南
太

守

で
あ

る

が
、
藤

澤

氏

(藤
澤

(
9
)

論
文

二
五

一
頁

)

は
眺

州

　

都

督

で
あ

る
と
考

察

し

て
お
り
、

本
稿

も

こ
れ

に
従

っ
た
。

(
15
)
敦
煌

出

土

の
チ

ベ

ッ
ト
語

編

年

記

に
よ

れ

ば
、

開

元

二
十

一
年

(
七

三

三
)
、
南

詔

王

の
皮

羅

閤

は
吐

蕃

に
表

敬

訪

問

し

て

い
る
。

王

尭

　

(
10
)
文
献

一
五
三
頁

、
一
八

四
頁

注

四
九

。
大

原
良

通

『王

権

の
確
立

と
授

受
ー

唐

・
古
代

チ

ベ

ッ
ト
帝

国

(吐
蕃

)
・南

詔
国

を

中
心

と
し

て
』

　

(汲

古
書

院
、

二
〇
〇

三
年

)

一
九

二
～

一
九

三
頁
。

(16
)

藤
澤

(
9
)
論

文

、
林

(
9
)
論

文
、
大

原

(
15
)
論

文
。

(17
)

藤
澤

(
9
)
論

文

二
九

七
頁
、

大

原

(
15
)

論
文

一
九

三
～

一
九

四
頁

。

(18
)
鮮

干

仲
通

は

、
「
編
急
寡

謀

」

(
『
旧
唐

書
』

南
詔

蛮
伝

)
、

「†

急

少
方

略
」

(
『新

唐
書

』
南

詔
伝

)
、

「
性
編

急

、
失

蛮
夷

心

」

(
『
資
治

通
鑑

』

　

巻

二

一
六
)

と
評

さ
れ
、

短

気

で
謀

に
欠
け

る
人

物
だ

っ
た

。

(
19
)
白

居

易

の

「
新
豊

折
腎

翁

」

(
『新

楽

府
』
)

は
、
雲

南

(南

詔
)

遠
征

の
兵

役

か
ら

逃

れ

る
為

に
自

ら

の
胃

を

切
断

し

た
老

人

の
事
を

詠

っ

　

て

い
る
。

こ

の
詩

で
詠

わ

れ

て

い
る
天
寶

の
大

徴

兵

は
、

楊

国
忠

が

行

っ
た

南

詔
征

伐

の
為

の
大

規

模

な
徴

兵

の
事

を

指

す
。

藤

澤

(
9
)

　

論
文

二
六

八
頁

、
高

木
正

一

『白
居

易
』

上

(岩

波
書

店
、

一
九

九

七
年
)

五

二
～

五
八

頁
。

(
20
)
前

嶋

(
2
)
論

文
九

三

～
九
六

頁
。

(
21
)
前

嶋

(
2
)
論
文

一
〇

四
頁
。

(
22
)

王
鐸

は

、
友

人

の
邪
緯

と
共

に
反
乱

を
起

こ
し

て
李

林

甫

・
陳
希

烈

・
楊

国

忠
を

殺

害

す

る
計

画

で
あ

っ
た
が
、

決

行

の

二
日
前

に
こ

れ

　

を
告
げ

る

も

の
が
あ

っ
て
陰
謀

が
露

見

し
た
。

(
23
)
吐

蕃

軍

の
兵

力

は

『新

唐
書

』
吐

蕃
伝

で
は
六

万
と

見
え

、
史
料

に

よ

っ
て
兵
数

が

異
な

る
。

藤
澤

氏

(藤
澤

(
9
)
論

文

二
六

六
頁

)

は
、
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六
十

万
は
偽

奏

か
誇

張

で
あ

ろ
う

と

考
察

し

て

い
る
。

(
24
)
藤
澤

(9
)

論
文

二
六
六
頁

、
大

原

(
15
)
論

文

一
九

四
頁
。

(
25
)

現
在

、
雲

南

省
大

理

市

の
天
寶

公

園

に

あ

る

「
天
寶
万
人

塚

」
は

、
南

詔

王

の
閣

羅
鳳

が

、
戦

死

し

た
唐

の
兵

士

を
葬

っ
た
塚

で
あ

る
と

　

言

わ

れ

て

い
る
。

(26
)

藤
澤

(
9
)

論
文

二
六

六
頁

、
大

原

(
15
)

論
文

一
九

五
頁

。

(27
)

プ

ー
リ

ィ
ブ

ラ

ン
ク

(1
)

論
文

(
下
)

三
五

二
頁
。

(28
)

こ
の
時
期

の
東

部

ユ
ー

ラ
シ

ア
世

界
と

日
本

史
と

の
相

関

に

つ

い
て
、
最

近

の
研
究

と

し

て
は
、
廣

瀬
憲

雄

「
倭

国

・
日
本
史

と
東

部

ユ
ー

　

ラ
シ

ア
ー

六

～

=

二
世

紀

に
お

け

る
政

治

的
連

関
再

考
」

(
『歴

史
学

研
究
』

入
七

二
号
、

二
〇

一
〇
年

)
等

が
あ

る
。
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年 表1契 丹 ・南詔 ・吐蕃及び中央アジアでの戦い(天 寶3載 ～天寶14載)

年代

天寶3

(744)

天寶4

(745)

天寶6

天寶8

天寶9

(750)

天寶10

(751)

天寶11

(752)

天寶13

(754)

天寶14

(755)

安禄山(対契丹)

3月 安禄山が范陽節度使に就任、平盧 ・范陽の

2節 度使を兼任

3月 静楽公主が契丹、宜芳公主が奚に降嫁。9

月 契丹 ・奚は公主を殺して反乱し、安禄山がこ

れを討伐

10月 安禄山が奚の捕虜8千 人を献上

2月 安禄山が河東節度使に就任し、平盧 ・

范陽 ・河東の3節 度使を兼任。

8月 安禄 山が 范陽 ・平盧 ・河東の軍勢を

率いて契丹 を攻撃するが大敗

3月 安禄山が范陽 ・平盧 ・河東の蕃漢の歩

騎20万 を徴発 し、契丹へ の雪辱戦 を計画

するが、阿布思の乱により契丹討伐 は中止

4月 安禄 山が奚 を撃破 し、奚王の李 日越

を捕縛

3月 安禄山が契丹軍を撃破

11月 安禄山が挙兵 【安史の乱勃発】

楊国忠(対 南詔)

鮮干仲通が楊国忠の推薦で

剣南節度使に就任。

南詔が、挑州都督張虔陀を

攻め殺 して32州 を奪取。

4月 鮮干仲通が南詔に大敗。

この後、楊国忠が大規模な

徴兵を行い南詔への雪辱戦

を計画。

11月 楊国忠が剣南節 度使

に就任

6月 国忠が雲南で吐蕃軍を撃

破したと戦勝報告

【前年度の雪辱戦】

6月 剣南留後の李慾が10鯨

万で南詔を攻撃するが大敗。

哥舒翰 ・高仙芝

(対吐蕃 ・中央アジア)

高仙芝の小勃律攻略

6月 哥舒翰が吐蕃から石

墨城を奪取

3月 頃 高仙芝が羯師を破

り、王の勃特没 を捕縛。12

月 高仙芝は偽って石国 と

和約後、石国を襲撃し石国

王 を捕縛→石国王子 ・諸胡

が大食に加勢を要請

正月 高仙芝が入朝し捕縛

した羯師王 ・石国王 ・吐蕃

酋長 らを献上。

7月 高仙 芝が タラスで大

食軍に大敗 【タラス河畔の

戦い】

年表2中 央政界での権力闘争と唐の外征及び対外政策
年代

天寶8

(749)

天寶9

(750)

天寶10

(751)

中央政界での権力闘争

楊 国忠が、京兆尹の蕭昊(李 林甫の腹心)を 収賄

罪で誣告し左遷させる

4月 楊国忠が、宋渾(李 林甫の腹心)を 収賄罪で

誣告 し流刑に処す。楊国忠が鮮干仲通を剣南節度

使に推薦

正月李林甫が朔方節度使に就任
11月 楊国忠が剣南節度使に就任

外征及び対外政策

6月 哥舒翰が青海にある吐蕃の要衝石墜城を奪還

南詔が挑州都督の張虔陀を攻め殺し夷州32州 を

奪取

4月 鮮干仲通が南詔で大敗

7月 高仙芝がタラス河畔の戦いで大敗
8月 安禄山が契丹で大敗

天寶11

(752)

3月 阿布思(李 林甫の副官)が 反乱

4月 京兆尹王鋲(李 林甫の腹心)が 弟の反逆事件

に連座 し自殺。李林甫が、阿布思 ・王鋲の謀反に

関わっていた と誣告 され、11月 に病死

3月 安禄山が契丹遠征を計画す るが、阿布思の乱

の勃発により出撃は中止

6月 楊国忠が雲南で吐蕃軍 を撃破 したと戦勝報告

天寶12

(753)

2月 安禄山が楊国忠 と結託し、李林甫と阿布思の

共謀 を誣告 した為、李林甫は庶人に落とされる

5月 阿布思が ウイグルに撃破 されて敗走。安禄山

は阿布思の軍団を吸収 し唐内随一の精鋭 を有する

ようになる

5月 楊国忠が玄宗に対 し 「安禄山に反状あり」と

窺言するようになる

9月 阿布思が捕縛され、翌年、処刑 される

吐蕃軍が南詔と共に桃州を奪取

5月 何履光が嶺南五府の軍 を率いて南詔 を攻撃

5月 哥舒翰が吐蕃軍を撃破 し、洪済 ・大漠門等の

城 を奪取し、九曲を奪還
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年表3唐 と吐蕃の戦い 直接対戦と諸国の支配権を巡る争奪戦
年代

天寶6

(747)

天寶7

(748)

天寶8

(749)

天寶9

(750)

天寶10

天寶11

(752)

天寶!2

(753)

天寶13

(754)

唐と吐蕃の直接対戦

哥舒翰が青海に神威軍を築いて吐蕃軍を撃破し、

青海の龍駒島にも築城

6月 哥舒翰が石墨城を吐蕃より奪還 【青海で唐が

優勢】

6月 楊国忠が雲南で吐蕃軍を撃破したと戦勝報告

哥舒翰が吐蕃 を撃破し、洪済 ・大漠門等の城を奪

取し、九曲を奪還

諸国を巡る唐 ・吐蕃の争奪戦

高仙芝が小勃律を攻略し、親吐蕃の小勃律王を捕

縛 【小勃律の支配権が吐蕃から唐へ】

高仙芝が羯師を破り、親吐蕃の王勃特没を捕縛。
3月 勃特没の兄を冊立 【羯師の支配権が吐蕃か

ら唐に】南詔が挑州都督張虔陀を攻め殺し32州

を奪取

4月 鮮干仲通が南詔に大敗

正月 吐蕃が南詔王を賛普鐘・東帝とし金印を授

与

吐蕃軍が南詔軍と共に挑州を攻撃
5月 何履光が嶺南五府の軍勢を率いて南詔を攻撃

6月 剣南留後の李慾が10鯨 万で南詔 を攻撃する

が、南詔 ・吐蕃連合軍に大敗

年表4唐 と南詔の戦い、吐蕃の南詔支援

年代

天寶9

天寶10

天寶11

(752)

唐軍対 南詔軍及び吐蕃の援軍(史 料)

南詔が、眺州都督張虔陀を攻め殺 し32州 を奪取(『 旧』『新』南詔伝、『通鑑』)

4月 剣南節度使の鮮干仲通が南詔に大敗(「 旧』 『新』南詔伝、 『通鑑』、徳化碑)

正月 吐蕃が南詔王を賛普鐘 ・東帝 とし金印を授与(『 旧』『新』南詔伝、『通鑑』、徳化碑)

6月 楊 国忠が雲南で吐蕃軍を撃破 したと戦勝報告(「 新』玄宗紀、『通鑑』)

天寶12

(753)

南詔 ・吐蕃連合軍が眺州を攻撃(徳 化碑)

5月 何履光が嶺南五府の軍勢を率いて南詔を攻撃(『 新』南詔伝、『通鑑』)

天寶13

(754)

6月 剣南留後の李慾が何履光と共に南詔を攻めるが、南詔 ・吐蕃連合軍がこれを迎撃 し、唐軍は大敗(『 旧』

『新』南詔伝、 『通"J、 徳化碑)

※ 『旧』=『 旧唐書』、『新』=「 新唐書』、『通鑑』=『 資治通鑑』、徳化碑=南 詔徳化碑



:!

表1節 度使の変遷と任期(天 寶元年～天寶14載)
年代

天寶元

(742)

天寶2

(743)

河西

王憧

朧右

皇甫惟明

(5年 間)

朔方

天寶3

(744)

天寶4

(745)

不明

王忠嗣

(開元29よ り

6年 間)

河東

田仁?

(開元29よ り

2年 聞)

不明

王忠嗣

(2年 間)

平盧 范陽

裴寛

(3年 間)

裴寛→
安禄山

剣南

章仇兼瓊

(開元27よ

り8年 間)

安西

夫蒙霊弩

(開元29よ

り7年 間)

天寶5

(746)

天寶6

(747)

天寶7

(748)

天寶8

(749)

皇甫惟明
→王忠嗣

王忠嗣
→安思順

皇甫惟明
→王忠嗣

王忠嗣
→哥舒翰

王忠嗣
→張斉丘

張斉丘

(5年 間)
不明

章仇兼瓊
→郭虚己

安禄山

(14年 間)

安禄山

(12年 間)

郭虚己

(4年 間)

弩霊蒙夫

芝仙高↓

高仙芝

(5年 聞)

天寶9

(750)

安思順

(6年 間)

張斉丘
→安思順 韓休琳 鮮干仲通

天寶10

(751) 哥舒翰

(9年 聞)

安思順
→李林甫

韓休琳
→安禄山

鮮干仲通
→楊国忠

高仙芝
→王正見

天寶11

(752)

李林甫
→安思順

王正見
→封常清

天寶12

(753)

天寶13

(754)

天寶14

(755)

哥舒翰

(3年 間)

安思順

(4年 間)

安禄山

(5年 間)

楊国忠

(5年 間)
封常清

封常清
→梁宰

※ 安禄山が平盧節度使に就任 した天寶元年から、安史の乱が勃発する天寶14載 までの期間の節度使の変遷。

※ 『資治通鑑』、呉延R『 唐方鎮年表』(全3巻 、中華書局、2003年)を もとに作成。

表2節 度使の兼任数
氏名

王忠嗣

安禄山

信安王緯

牛仙客

哥舒翰

蓋嘉運

皇甫惟明

兼任数

4

z

3

z

2

2

2

2

z

兼任年数

数ヶ月間:天 寶5(746)

1年 間:開 元29(741)

2年 間:天 寶4(745)～5(746)

2年 間:天 寶5(746)～6(747)

5年 間:天 寶10(751)～14(755)

12年 間1天 寶3(744)～14(755)

5年 間:開 元20(732)～24(736)

3年 間;開 元26(738)～28(740)

3年 聞:天 寶12(753)～14(755)

1年 間:開 元28(740)

数 ヶ月間;天 寶5(746)

兼任した節度使名

河西 ・瀧右 ・朔方 ・河東

朔方 ・河東

河西 ・朧右

平盧 ・范陽 ・河東

平盧 ・范陽

朔方 ・河東

朔方 ・河東

河西 ・朧右

河西 ・朧右

河西 ・瀧右

※ 『資治通鑑』、呉延R『 唐方鎮年表』 をもとに作成。


